
令和３年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

令和４年７月
門真市市民文化部人権市民相談課



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

①広報紙な
どの媒体を
通じた啓発
の推進

あらゆる年代や立
場の人が男女共同
参画への理解を深
めるため、広報紙
などの媒体を通じ
て啓発を進めま
す。

門真市男女共同参画推進
条例や第２次かどま男女
共同参画プラン及びプラ
ンの推進状況を広報紙や
HP、セミナー等の多様
な媒体で周知し、男女共
同参画への理解が深まる
ように啓発していく。

①条例・第２次プランを周知啓発するため、市HPにそれぞれの単独ページを新
設して概要や基本理念等を記載し、９月には推進状況等調査シートも公表した。
６月の男女共同参画週間では、広報紙・市HPに啓発記事を掲載したほか、庁舎
掲示板・WESS・モノレール門真市駅の掲示板にポスターを掲示した。併せて、
庁内ネットの掲示板を活用して職員にも周知した。

②市HPに条例・第２次プランの単独ページを新設したことで、市HPを深く掘り
下げないと見つけられなかった情報を、より簡単に閲覧できるよう改善できた。
モノレール門真市駅の掲示板に週間ポスターを初めて掲示し、大勢の駅利用者に
啓発できた。

③SNSを活用した啓発方法を検討し、幅広く、より多くの人に啓発する必要があ
る。

従来の啓発活動に加え
て、SNS（市公式ツ
イッター等）を活用した
啓発活動も実施する。
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②男女共同
参画に関す
る認識を深
める機会の
充実

講座などを開催
し、男女共同参画
に関する認識を深
める機会の充実に
努めます。

男女共同参画週間だけで
なく、あらゆる機会を捉
えて男女共同参画に関す
る認識を深める機会を提
供する。
また、新型コロナ拡大防
止のため、駅での啓発
キャンペーンは２年度同
様中止とし、ポケット
ティッシュの配架と懸垂
幕の掲揚をする。

①男女共同参画週間は6月23日開始だが、早めの６月初旬には庁舎へ懸垂幕を掲揚し、また
庁舎にポスターを掲示した。WESSでは、啓発週間終了後もポスターの掲示を継続して啓発
に努め、６月のWESSセミナー参加者にも啓発した。市HPでは、啓発週間終了後もページを
公開し、常設ページへと運用を変更した。啓発週間キャッチフレーズをあしらった啓発用ポ
ケットティッシュを1,000個作成し、庁内各課窓口だけでなく、守口門真商工会議所等の関
係機関も含めて計40カ所に配架した。

②啓発週間終了後もポスターをWESSに継続して掲示し、市HPの週間記事を常設に運用変更
したことで、期間中のみならず、常に啓発及び情報の提供に努めた。

③セミナー参加者を含むWESSの利用者に対し、常日頃から男女共同参画プランのチラシ
（概要版）を配布・啓発をすれば、週間期間中だけでなく、認識を深める機会を増やすこと
ができる。

セミナー参加者を含む
WESSの利用者に対し、
男女共同参画社会推進に
向けた啓発を行い、第３
次プランを策定予定であ
ることも周知啓発する。 人

権
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③人権尊重
意識を高め
る機会の充
実

講座などを開催
し、人権尊重意識
を高める機会の充
実に努めます。ま
た、性的マイノリ
ティや性の多様性
も含め、人権尊重
意識を高めるため
の機会の確保とそ
の内容の充実に努
めます。

様々な人権課題につい
て、国や大阪府等の動向
を注視しテーマを考える
とともに、参加形式のみ
ならず様々な手法を検討
し、人権意識の向上に努
める。

①啓発月間・週間等に合わせ４回人権講座を開催し116人以上が参加した。「外
国人の雇用と人権を考える」（24人）「（非核平和）」（参加人数未把握）、
「（ワーク・ライフ・バランス）」（49人）、「犯罪被害者支援について」
（43人）
※いずれも男女比未把握

②講座は新型コロナ感染拡大防止の観点から１回中止せざるを得なかったが、イ
ンターネットを活用した動画配信にて講座の実施を確保した。講座1回平均29人
以上ではあるものの、単純な経年比較は難しい状況が続いている（前年度１回平
均40人）。

③新型コロナ感染拡大の影響により一部の講座を中止せざるを得なかったが、集
合形式以外に、インターネットを活用した動画配信を行う等、コロナ禍において
も人権講座の実施を確保している。

様々な人権課題につい
て、国や大阪府などの動
向を注視しテーマを考え
るとともに、参加形式の
みならず様々な手法を検
討し、人権意識の向上に
努める。
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④男女等の
人権を尊重
した表現の
推進

広報紙やチラシ、
パンフレットなど
の媒体において、
男女等の人権を尊
重した表現の推進
に努めます。

広報紙やチラシ、パンフ
レット等に男女の人権尊
重の視点から、適切な表
現を使用するよう努め
る。また、各課が行う男
女の表現行為が適切に運
用されているか必要な配
慮・助言を行う。

①北河内人権啓発推進協議会が作成した「表現ハンドブック　考えてみませんか
よりよい表現～人権尊重のために～」の単独ページを市HPに新設し、「人権」
「男女共同参画」どちらのジャンルからもページに辿り着けるよう設定して周知
に努めた。併せて、大阪府が作成した「男女共同参画社会の実現をめざす表現ガ
イドライン」への外部リンクも市HP内に新設した。

②市HPに、表現に関するページを単独で新設したことで、ページへ辿り着きや
すくなり閲覧しやすくなった。

③職員に対し、表現の推進を周知啓発できていない。

職員への表現の推進を強
化するため、庁内ネット
掲示板を活用して、表現
ハンドブックや表現ガイ
ドラインの活用を呼び掛
けるほか、助言が必要な
ときは人権市民相談課に
相談するよう周知する。
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（１）あらゆる年代や立場の人が男
女共同参画への理解を深めるため、
広報誌やHP、掲示板など多様な媒
体を活用して啓発しているだけでな
く、必要な情報への市民のアクセス
を容易にするなど工夫が見られる点
や、男女共同参画の啓発週間後も常
設ページへの運用変更などによる啓
発活動の常態化に取り組んでいる点
は、高く評価できる。コロナ禍の中
でSNSの利用が増加していることも
あるので、今後はSNSを活用した啓
発活動にも積極的に取り組んでいた
だきたい。

（２）コロナ禍の中での人権講座に
関しては、感染防止のために集合・
対面方式では人数が制限されざるを
得ないが、そのような状況の中でも
インターネットを活用した動画配信
を実施したことは評価できる。今後
も引き続き、オンタイム配信、アー
カイブ配信など、多様な方法を検討
していただきたい。

（３）庁内のすべての部局は市民に
対する情報発信者であり、どの部局
であろうと男女共同参画社会の実現
をめざす表現が求められている。こ
のことを十分に自覚してもらうため
に、庁内ネット掲示板を活用して、
表現ハンドブックや表現ガイドライ
ンの活用を呼び掛けるとともに、助
言や相談の活動を、これまで以上に
積極的に実施していただきたい。

1施策1

施策

方
針
1
　
男
女
共
同
参
画
の
意
識
づ
く
り

身近な問題
として、市
民に理解と
共感を広げ
る



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

施策2 地域団体、
企業などと
一体となっ
た啓発を進
める

①地域団
体、企業な
どに対する
働きかけ

地域団体や企業な
どに対し、男女共
同参画社会の実現
に向けた取り組み
が推進されるよう
に、働きかけま
す。

市内企業や地域団体を対
象に、幅広く男女共同参
画や女性活躍推進に関す
る周知啓発に努める。

①門真市企業人権推進連絡会会員に対して、公正な採用選考に関する啓発チラシ
の配布や人権啓発講座等を周知した。また、昨年に引き続きコロナ禍の状況を鑑
み、門真市企業人権推進連絡会会員を始め地域団体、市民を対象に「外国人の雇
用問題」に関する人権講座をYouTubeで限定配信した。

②コロナ禍により様々な啓発講座の開催の中止やオンライン開催となる等周知の
機会が減少した。

③状況に応じた周知啓発の手法を検討する必要がある。

コロナ禍という状況に応
じた周知啓発の手法を検
討する。

コロナ禍により様々な啓発講座の開
催の中止やオンライン開催となった
のは致し方ないが、地域団体や市民
を対象に人権講座をYouTubeで限
定配信した点は評価できる。他の自
治体などの事例も参考にしながら、
状況に応じた周知啓発の手法を検討
していただきたい。

人
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2

①大阪府等
関係機関と
の連携によ
る男女共同
参画に関す
る情報の収
集と提供

あらゆる場面で男
女共同参画の意識
が醸成されるよ
う、大阪府等関係
機関と連携し、情
報の収集や提供に
努めます。

引き続き、国や大阪府等
関係機関との連携によ
り、男女共同参画に関す
る情報収集に努め、市民
に提供する。

①府主催の男女共同参画に関する講座やイベント等のチラシ、ドーンセンター情
報ライブラリー図書案内のほか、国が毎月発行している広報冊子「共同参画」を
WESSに配架した。また、国が実施したR４年度男女共同参画週間キャッチフ
レーズの募集については、市HPでも案内を掲載し、情報提供に努めた。

②府等からの配架物については届き次第速やかに配架、終了したものは速やかに
破棄し、常に新しい情報を届けられるよう努めた。チラシを手に取っている人が
いた場合は積極的に声掛けもした。

③府等からの配架物の配架場所については、より多くの市民に届くようWESS以
外の関係課の窓口、施設等に配架先として検討する必要がある。

府等からの配架物の配架
場所については、より多
くの市民に届くよう
WESS以外の関係課の窓
口、施設等に配架するよ
う努める。 人

権
市
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②メディア
を活用した
男女共同参
画の推進

メディアの発信す
る内容を主体的に
選択し、読み解
き、活用できる能
力の向上を図るた
め、関係課や大阪
府等関係機関など
と連携した取り組
みを進めます。

HP、広報紙、チラシ等
の様々な手段を活用し、
関係機関から収集した男
女共同参画に係る情報を
より多くの市民に提供す
るよう努める。

①市HPに、国と府それぞれの男女共同参画に関する取り組みをまとめた外部リ
ンク集を新設した。国と府それぞれの男女共同参画プランのページへのリンクも
設け、男女共同参画の目的や取組内容を周知した。府が実施する「OSAKA女性
活躍推進月間」では、メインイベントの案内を市HPに掲載し、WESSにチラシ
も配架した。

②特に国のHPでは、男女共同参画に関するタイムリーな動きや主なニュース等
が新着に公開されるため、市HPからリンクを繋げたことで、情報をより早く正
確に提供できるようになった。

③外部リンク集をより充実させ、迅速かつ細やかな情報提供に努める必要があ
る。

国や府の発信する情報を
キャッチし、必要に応じ
てリンク集へ追加する
等、迅速な情報提供に努
める。

人
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市
民
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①男女共同
参画意識を
育む保育の
推進

保育所において、
男女共同参画と一
人ひとりの個性の
尊重を基本とする
保育を進めます。

保育所保育指針に基づく
子どもの個性を尊重した
保育を実施する。

①保育所保育指針の趣旨に基づき、子ども一人ひとりの個性を尊重し、その能力
を発揮できる環境づくりを園全体の取り組みとして展開した。

②園生活や遊びを通じ、子どもが性別にとらわれず個性を尊重する意識づくりが
図られた。

③今後も、子どもへの言葉かけなどを通じ、男女共同参画と一人ひとりの個性を
尊重する意識が醸成されるよう、子どもの心の育成に配慮していきたい。

保育所保育指針に基づく
子どもの個性を尊重した
保育を実施する。

保
育
幼
稚
園
課
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国や大阪府等関係機関の男女共同参
画に関する情報を収集し、HPや
WESSでの配架などにより、最新の
情報を正確かつ容易に市民に提供す
るだけでなく、市民への積極的な声
掛けをしている点は高く評価でき
る。
今後は、WESS以外の関係課の窓口
や施設等での配架や、外部リンク集
をさらに充実させていくことに、大
いに期待したい。

（１）保育所保育指針の趣旨や幼稚
園教育要領の趣旨、幼保連携型認定
こども園教育・保育要領の趣旨、門
真市教育大綱の趣旨に基づき、子ど
も一人ひとりの個性が性別にとらわ
れることなく尊重されるような保
育、幼児教育が行われていると評価
できる。今後も引き続き、男女共同
参画の視点に立った、水準の高い保
育・幼児教育・学校教育を推進して
いただきたい。

3

4

男女共同参
画に関する
情報を収集
し、提供す
る

方
針
2
　
多
様
な
選
択
を
可
能
に
す
る
教
育
・
学
習
の

施策3

施策1 保育所・幼
稚園・学校
などにおい
て、男女共
同参画意識
を育む



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

②保育所職
員研修の充
実

保育所職員に対
し、男女共同参画
の視点に立った保
育が進められるよ
う、研修を充実し
ます。

男女共同参画の視点に
立った保育を推進するた
めの研修への参加促進及
び企画・実践をする。

①男女共同参画の視点に立った保育を実践していくため、研修参加が可能な体制を整備し、
各種研修への参加を促した。
【参加研修】
・門真市人権講座「ともに生きる」「がん治療と仕事の両立～ワークライフバランスの実
現」（1名参加）
・人権保育教育連続講座「障害保育の思想～ともに生き共に育つ保育が求める社会」（1名参
加）
・就学前人権研修「子どもの人権を大切にした言葉がけ」（3名参加）等

②研修の参加者のみならず、報告を通じて園全体で研修内容を共有し、研修の成果をより効
果的に発揮することができた。

③外部研修への参加促進を図るのみならず、男女共同参画の意識の醸成に資する研修の企
画・実践を図っていきたい。

男女共同参画の視点に
立った保育を推進するた
めの研修への参加促進及
び企画・実践をする。

保
育
幼
稚
園
課
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幼稚園において、
男女共同参画と一
人ひとりの個性の
尊重を基本とする
教育を進めます。
また、性別にとら
われず、男女が主
体的な選択を可能
にするための個性
や能力を尊重した
進路・生徒指導を
進めます。

幼稚園教育要領に基づく
子どもの個性を尊重した
幼児教育を実施する。

①幼稚園教育要領の趣旨に基づき、園全体で男女共同参画と一人ひとりの個性の
尊重を基本とした幼児教育を展開した。

②男女共同参画と園児それぞれの個性を尊重するため、職員間で情報共有を図
り、一体的な取り組みを行うことにより、性別にとらわれず個性を尊重する視点
に立った教育を実践した。

③より男女参画と個性を尊重する意識の向上に向けた、実践的、かつ発達段階に
応じた取組を推進していきたい。

幼稚園教育要領に基づく
子どもの個性を尊重した
幼児教育を実施する。

保
育
幼
稚
園
課
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こども園におい
て、男女共同参画
と一人ひとりの個
性の尊重を基本と
する教育を進めま
す。また、性別に
とらわれず、男女
が主体的な選択を
可能にするための
個性や能力を尊重
した進路・生徒指
導を進めます。

幼保連携型認定こども園
教育・保育要領に基づく
子どもの個性を尊重した
幼児教育を実施する。

①幼保連携型認定こども園教育・保育要領の趣旨に基づき、園全体で男女共同参
画と一人ひとりの個性の尊重を基本とした幼児教育を展開した。

②男女共同参画と園児それぞれの個性を尊重するため、職員間で情報共有を図
り、一体的な取り組みを行うことにより、性別にとらわれず個性を尊重する視点
に立った教育を実践した。

③より男女参画と個性を尊重する意識の向上に向けた、実践的、かつ発達段階に
応じた取組を推進していきたい。

幼保連携型認定こども園
教育・保育要領に基づく
子どもの個性を尊重した
幼児教育を実施する。

保
育
幼
稚
園
課
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学校において、男
女共同参画と一人
ひとりの個性の尊
重を基本とする教
育を進めます。ま
た、性別にとらわ
れず、男女が主体
的な選択を可能に
するための個性や
能力を尊重した進
路・生徒指導を進
めます。

男女共同参画と一人ひと
りの個性の尊重を基本と
した教育を推進するた
め、男女平等教育推進委
員会等において情報共
有、実践交流、拡大学習
会等を開催方法を工夫し
て行い、進路・生徒指導
を含めた様々な取り組み
を推進する。

①男女平等教育推進委員会については、新型コロナの影響で集合開催はできなかったが、書面開催やオンラ
イン開催等、開催方法を工夫して実施した。５月、書面開催で「男女共同参画」「ジェンダー平等」「性の
多様性」等に関する資料・教材を各校に送付し、共有した。９月、オンライン開催で「性の多様性について
考えよう～みんなが安心できる学校とは～」というテーマで講師を招聘し、性の多様性に関する学習会を実
施した。２月、各校の取組状況を共有するためのアンケートを実施した。アンケートをとりまとめ、市内
小・中学校で共有し次年度以降の取組に活用する。

②開催方法を工夫して学習会やアンケートを実施することができた。学習会において当事者からの話を聞く
ことにより、各校の課題や取り組むべきことが具体的にイメージでき、２学期以降の実践につながった。書
面やオンラインによる実施だったため、各校の実施状況や課題に関する意見交流を活発に行うことが難し
かった。新型コロナの影響で、学級閉鎖や休校が相次いだが、各校計画的・系統的に取組を進めることがで
きた。

③開催方法の工夫により、情報の共有や交流は行えたが、活発に意見を交流することは難しかった。社会的
にも「男女共同参画」「ジェンダー平等」「性の多様性」に関する情報も増え、理解も進みつつある一方、
性に関する差別も表出している。子どもたちが「性」に関する正しい理解を深め、自分の考えを持って行動
できる力をつけていくことが求められている。

男女共同参画と一人ひと
りの個性の尊重を基本と
した教育を推進するた
め、男女平等教育推進委
員会等において情報共
有、実践交流、拡大学習
会等を開催方法を工夫し
て行い、進路・生徒指導
を含めた様々な取り組み
を推進する。

学
校
教
育
課
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（２）研修への参加者による研修内
容の共有・保育実践や授業実践での
活用を図っていることは評価でき
る。研修は参加者個人だけでなく組
織にとって非常に重要であるので、
今後も、研修への参加促進、研修の
企画・実践、研修内容の共有化、研
修内容の実践の場での活用を図り、
男女共同参画の視点に立った実践的
な保育・教育の取り組みを継続して
いただきたい。

（３）コロナ禍の中にありながら
も、園内人権研修や、男女平等教育
推進委員会や拡大学習会を書面開催
やオンライン開催等の方法で実施
し、資料・教材・取組状況の共有を
行ない、各校において、計画的・系
統的に実践に活用していることは評
価できる。

（４）キャリア教育の推進に関して
は、キャリア教育担当者連絡会の開
催により、キャリア教育の必要性が
浸透し実践的な取組の積み重ねが定
着しつつあること、門真市キャリア
教育指針（仮称）が完成したことは
評価できる。今後はキャリア・パス
ポートの様式の統一や指導計画等の
作成を行ない、小・中学校の系統的
な一貫性のあるカリキュラムによっ
てキャリア教育が実践できる体制の
構築に取り組んでいただきたい。
また、市HPや小中学校HPを活用
し、市民に対して積極的に広報を行
なうことが望まれる。
さらに、将来的には、定期的にアセ
スメントすることを通して、カリ
キュラム・マネジメントを適切に行
うことが望まれる。

（５）コロナ禍の中で工夫をしなが
ら保護者に対する啓発活動をしたこ
とは評価できる。引き続き、懇談、
行事、ＰＴＡ活動等あらゆる機会を
活用して、男女共同参画に関する保
育所や学校園での取組みを保護者に
周知することを通して、男女共同参
画の視点に立った「保育・幼児教
育・学校教育」「保護者活動」「家
庭教育」の重要性について保護者の
啓発を推進していただきたい。

③男女共同
参画意識を
育む教育の
推進

推
進



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

学校教職員に対
し、男女共同参画
の視点に立った教
育が進められるよ
う、研修を充実し
ます。

男女平等教育推進委員会
を中心に、各校での充実
した授業実践につながる
ように、教材等の情報提
供や、課題に即した拡大
学習会を開催方法を工夫
して実施する。

①年度初めに「第２次かどま男女共同参画プラン」をはじめ、様々な国・府の条例、通知、
事例集及びパンフレットを各校に送付し、資料提供を行った。府作成のジェンダー平等教育
啓発教材「男女共同参画について考えよう」を各校に送付し、情報提供をおこなった。
７月の男女平等教育推進委員会拡大学習会をオンラインで開催。「性の多様性について考え
よう～みんなが安心できる学校とは～」のテーマ実施した。「自己理解」「偏った見方への
気づき」「自分らしく生きる」ということについての理解を深めた。

②オンラインではあったが、「性」に視点をあてて自分や相手をどのように捉え、理解する
のかについてワークも入れながら研修することができた。会場に移動することなく、在籍校
から参加することができたので、各校から複数名で参加することができた。

③「性の多様性」から一人ひとりが自分らしく生きることや共同して社会参画することにつ
いての学びを深める研修を実施してきたが、他の視点から男女共同参画についての理解を深
める機会を持つことも必要である。

男女平等教育推進委員会
を中心に、各校での充実
した授業実践につながる
ように、教材等の情報提
供や、課題に即した拡大
学習会を開催方法を工夫
して実施する。 学

校
教
育
課
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幼稚園職員に対
し、男女共同参画
の視点に立った教
育が進められるよ
う、研修を充実し
ます。

男女平等教育の推進につ
いて、各園での実践につ
ながる教職員研修を実施
する。

①園内人権研修を通じて子ども理解を深め、男女平等教育を推進した。
【主催研修】
・「さくらんぼリズム」～しなやかな身体と心を目指して～　（11名参加）
【参加研修】
・就学前人権研修「子どもの人権を大切にした言葉がけ」（２名参加）
・人権保育教育連続講座「子どもの貧困とは～生活者としての子どもとともに変えていく」
（1名参加）
・市町村保育担当者研修　「子どもの虐待防止講座」（1名参加）等

②男女の区別と差別の違いに対する教職員の意識を高めることができた。また、専門職とし
ての自覚及び指導力を高め、男女平等教育を推進した。

③男女共同参画の視点に立った、研修の企画・実践的な取り組み、その為の外部研修への参
加を図っていきたい。

男女平等教育の推進につ
いて、各園での実践につ
ながる教職員研修を実施
する。

保
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こども園職員に対
し、男女共同参画
の視点に立った保
育・教育が進めら
れるよう、研修を
充実します。

男女共同参画の視点に
立った保育・教育を推進
するための研修への参加
促進及び企画、実践につ
ながる職員研修を実施す
る。

①男女共同参画の視点に立った保育・教育を実践していくため、研修参加が可能な体制を整
備し、各種研修への参加を促した。
【参加研修】
・就学前人権研修「子どもの人権を大切にした言葉がけ」（２名参加）
・人権保育教育連続講座「乳幼児の意思表明権を考える～子どもの権利条約の思想」（４名
参加）等

②研修の参加者のみならず、報告を通じて園全体で研修内容を共有し、男女の区別と差別の
違いに対する教職員の意識を高めることなど、研修の成果をより効果的に発揮することがで
きた。

③外部研修への参加促進を図るのみならず、男女共同参画の意識の醸成に資する研修の企
画・より実践的な取り組みを図っていきたい。

男女共同参画の視点に
立った保育・教育を推進
するための研修への参加
促進及び企画、実践につ
ながる職員研修を実施す
る。 保

育
幼
稚
園
課
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⑤キャリア
教育の推進

子どもたちが将来
の夢や希望をしっ
かりと描き、学ぶ
ことや働くことへ
の意欲や目的をよ
り確かなものにす
るために、引き続
き中学校で行われ
る職場体験学習を
より充実させると
ともに、各中学校
区においては、
小・中学校の一貫
した系統的なカリ
キュラムによる
キャリア教育を研
究し、実践を進め
ます。

キャリア・パスポートに
ついて、各校による取り
組みの交流等を通して、
効果的な活用方法を考え
ていく。また、小・中学
校の系統的なカリキュラ
ム作成を通して、キャリ
ア教育の取り組みを充実
させていく。

①小・中学校の教員を対象にキャリア教育担当者連絡会を開催し、今年度より活用が始まっ
た「キャリア・パスポート」についての説明や、キャリア教育の基本的な考え方についての
説明を行った。

②キャリア教育担当者連絡会を中心に、キャリア教育の必要性については理解が深まってき
ており、中学校区で実践を積み重ねていくことについても定着してきている。

③全ての教育活動の中でキャリア教育を意識した授業や行事を実施するため、キャリア教育
についての理解を引き続き教職員全体に浸透させていく必要がある。中学校区のめざす子ど
も像を念頭においた指導計画等の作成や、キャリア・パスポートの様式の統一を行い、系統
的な指導を推進する必要がある。

門真市キャリア教育指針
（仮称）を完成し、学校
現場へ周知を図るととも
に、指針作成の中でみら
れた、左記のような課題
の解決に向けて、担当者
会等を通して取組を進め
ていく。

学
校
教
育
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④幼稚園・
学校教職員
研修の充実



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

あらゆる機会を通じ、更
なる保護者の男女共同参
画促進に向けた啓発・助
言等を推進する。

①懇談や行事などの機会をとらえ、男女共同参画の啓発に努めるとともに、男女
共同参画の視点で保護者会活動が運営されるよう助言等に努めた。また、子ども
に関する相談を通じ、各家庭が抱える問題について適切に対応するとともに、必
要に応じて関係機関と連携し、支援に取り組んだ。

②保護者間において男女共同参画の意識が高まってきており、行事参加や子ども
の送迎、家庭が抱える問題などにおいて父母がともに関わる家庭が増加してい
る。

③すべての保護者が男女共同参画の視点に立った活動を実践されるよう今後と
も、あらゆる機会をとらえ、啓発に努めていきたい。

あらゆる機会を通じ、更
なる保護者の男女共同参
画促進に向けた啓発・助
言等を推進する。

父母が共に関わる家族が増加したこ
とは評価できる。
園児・父母に関わる保育士の、さら
なる男女共同参画意識の向上を希望
する。
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男女共同参画の視点に
立った家庭教育の重要性
についての啓発が進むよ
う、また、各学校での取
組みをPTA活動を通して
周知できるよう、新型コ
ロナの拡大状況に注視し
ながら、男女平等教育推
進委員会等での情報共有
や、家庭教育に関する研
修の情報提供を行う。

①家庭教育に関する大阪府や各種団体が主催する研修について、可能な範囲で情報提供をお
こなった。PTA活動については、新型コロナの影響もあり、集合開催できない場合は、オン
ラインを活用する等工夫して実施し、その中で可能な限り、男女共同参画の視点に立った家
庭教育の重要性についても啓発した。また、男女平等教育推進委員会によるアンケートを実
施した。アンケート結果のとりまとめを各校に送付し、情報共有する。

②男女共同参画の視点に立った家庭教育の重要性についての啓発が進むよう、可能な範囲で
情報提供ができた。

③男女共同参画推進に関して、保護者の意識を高めるため、新型コロナの拡大状況にも注視
しながら、PTAの学習会等をとおして保護者への啓発が進むよう、取組を進める必要があ
る。

男女共同参画の視点に
立った家庭教育の重要性
についての啓発が進むよ
う、また、各学校での取
組みをPTA活動を通して
周知できるよう、新型コ
ロナの拡大状況に注視し
ながら、男女平等教育推
進委員会等での情報共有
や、家庭教育に関する研
修の情報提供を行う。

男女共同参画の視点に立った家庭教
育についての啓発が進むよう、情報
提供ができたことは評価できる。
PTAの学習会等に参加できる保護者
数の確保も課題と思われる。
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①男女等の
エンパワー
メントや
チャレンジ
のための能
力開発や学
習機会の充
実

男女が個性と能力
を発揮できるよう
に、意識啓発を行
うとともに、能力
開発や技術の向上
のための講座など
学習機会の提供の
充実に努めます。

文化活動の継続支援及び
学習機会の確保を図るよ
う、各文化施設・社会教
育施設の指定管理者と連
携して行っていく。

①文化活動支援として、カルチャースクールを実施した。
【ピアノ】4月～3月…11名、R4年4月期…12名
【サックス】4月期…7名、7・10月期…10名、1月期…13名、R4年4月期…
12名
【ヴァイオリン】4月～10月期…3名、1月期…5名、R4年4月期…4名
【クラリネット】4月～10月期…3名、　12月をもって終了
※新型コロナの拡大等で度々休講があった。

②コロナ禍であっても、絵画100選ではWEB開催の支援を通じて絵画の発表の
機会を提供し文化活動の継続を支援した。

③引き続き感染拡大防止策を行いながら、イベントの実施方法等の見直していく
べきと考える。

カルチャーの一部が終了
となったため、復活や新
たな講座の実施を検討す
る。

カルチャーの復活や新たな講座の実
施検討の際には、男女ともに参加で
きる機会の確保をお願いしたい。

生
涯
学
習
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②男性の家
庭生活や地
域活動への
参加を促進
する機会の
充実

子育て期の父親の
みならず、退職後
の男性などが子育
てや介護、料理な
どが必要になった
ときにも困らない
ように、知識や技
術習得のための教
室を開催します。

引き続き指定管理者と連
携しながら、男性の家庭
生活や地域活動への参加
促す機会の充実を図って
いく。

①コロナ禍のため参加しにくい状況だったが「かどま大学」を通じて、今まで地
域活動に参加する機会が少なかった男性にも講座への参加を促した。講座への参
加をきっかけに地域活動についても興味を持ってもらえる機会づくりを行なっ
た。

②実際には「市民活動」の講座にも参加者は少なかったものの、男性の参加もあ
り、受講生同志の交流も生まれた。そのほかの講座に関しても、初めて参加した
方や家族で参加された方々等、参加促進につながる機会の充実を図ることができ
た。

③性別に関係なく参加しやすい講座や、今まで地域活動に興味がなかった人にも
参加してもらえるよう、引き続き講座の充実を図る。

講座の充実を図りなが
ら、多くの人に参加して
もらい、考えるきっかけ
作りを行う。性別で区別
をするのではなく、一緒
に学べる機会の推進を図
る。

男性や家族での講座の参加は評価で
きる。
性別で区別するのではなく一緒に学
べる機会の推進を図るとのことで、
今後、その輪が広がることを期待し
たい。

生
涯
学
習
課
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5男女共同参
画を進める
多様な学習
機会を提供
する

⑥保護者に
対する男女
共同参画社
会の啓発の
推進

保育所や幼稚園、
学校などにおける
男女共同参画や子
どもにとっての男
女共同参画などに
ついて、ＰＴＡ活
動の中で理解を深
められるよう啓発
するとともに、男
女共同参画の視点
に立った保護者会
活動などへの働き
かけを進めます。
また、男女共同参
画の視点に立った
家庭教育の重要性
について、啓発を
進めます。

施策2



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

①市民に対
するＤＶや
セクシュア
ル・ハラス
メントなど
の啓発の推
進

市民に対し、ＤＶ
やセクシュアル・
ハラスメントな
ど、男女間等にお
ける暴力をなくす
ため、啓発を進め
ます。また、売買
春やストーカーな
ど女性の人権を侵
害する行為につい
て、認識を高める
ための啓発を進め
ます。

啓発事業等において、売
買春やストーカー等、女
性の人権を侵害する行為
について、認識を高める
ための取り組みを進め
る。また、女性に対する
暴力をなくすため、啓発
に努める。

①11月の「女性に対する暴力をなくす運動」では、啓発用イラストをあしらったポケット
ティッシュ1,000個を庁内各課窓口だけでなく、守口門真商工会議所等の関係機関も含めて
計41カ所に配架した。広報紙、市HP、庁内ネットの掲示板には啓発記事も掲載し、市民だ
けでなく職員にも啓発した。庁舎各フロアの女性トイレの鏡には啓発用シールを貼り付け、
相談先の電話番号も周知した。また、運動のシンボルであるパープルリボンのバッジを
WESS職員・相談員で着用し、啓発ムードを高めた。DV相談ナビの啓発カード、運動ポス
ターについては、運動期間終了後もWESSで掲示・配架し続けている。

②DV相談ナビの啓発カードと運動ポスターについては、運動期間終了後もWESSに掲示・配
架し続け、常に啓発に努めた。また、市HPの啓発記事についても、常設へと運用を変更し、
啓発機会を増やした。

③「暴力を許さない」啓発活動を進める中で、男性に対して、一層理解を深める啓発が必
要。

女性だけでなく、男性に
向けた効果的な啓発方法
も検討する。

啓発機会が増えたことは評価でき
る。
被害を見逃さないことはもとより、
加害者にさせない啓発活動も重要で
ある。
令和4年度の事業目標に期待する。 人

権
市
民
相
談
課
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②企業に対
するセク
シュアル・
ハラスメン
トなどの啓
発の推進

企業に対し、職場
におけるセクシュ
アル・ハラスメン
トに対する理解と
認識を深めるため
の啓発を進めま
す。

今後もハラスメントにつ
いての理解増進のための
周知啓発に努める。

①門真市企業人権推進連絡会会員に対し、大阪企業人権協議会が主催するハラス
メントをテーマに取り上げていた人権リーダー養成講座（第2期）を案内し、１
社が受講した。

②コロナ禍により様々な啓発講座の開催の中止やオンライン開催となり、受講す
る機会が減少した。

③引き続きハラスメントについての理解増進のための周知啓発に努める。

今後もハラスメントにつ
いての理解増進のための
周知啓発に努める。

人権リーダー養成講座の案内を受
け、1社でも受講が出たことは成果
であると思われる。
今後も理解増進に努めていただきた
い。

人
権
市
民
相
談
課
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③教職員に
対するセク
シュアル・
ハラスメン
トなどの啓
発の推進

教職員に対し、児
童・生徒に対する
セクシュアル・ハ
ラスメントを防止
するため、児童・
生徒のための相談
体制の整備や、管
理職をはじめとし
た教職員の研修の
充実を図ります。

教職員が正しい知識を身
につけ、児童・生徒の立
場に立った問題意識をも
てるよう、管理職をはじ
めとした教職員の研修を
充実させるとともに、改
訂したセクシュアル・ハ
ラスメント防止指針に基
づいた、児童・生徒のた
めの相談体制の整備を推
進する。

①R２年８月に改定した本市の「学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止
指針」は、教職員間のセクシュアル・ハラスメント防止に関する部分と、教職員
から児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止に関する部分から構成
されており、4月の校長会で再度、全校に周知し、各校において管理職からの伝
達研修を実施した。ハラスメント防止については、年間を通して、定期的に校長
会で周知している。

②管理職をはじめとした教職員に、セクハラは許されない人権侵害事象であり、
児童・生徒の今後の成長にも影響を及ぼす重大事案であるとの問題意識を明確に
することができた。

③今後、更に計画的・組織的に研修会や啓発を行い、さらなる教職員の意識向上
を図る必要がある。

教職員が正しい知識を身
につけ、児童・生徒の立
場に立った問題意識をも
てるよう、管理職をはじ
めとした教職員の研修を
充実させるとともに、セ
クシュアル・ハラスメン
ト防止指針に基づいた、
児童・生徒のための相談
体制の整備を推進する。

教職員の初任者研修にも力を注がれ
ることを期待する。
児童・生徒のための相談体制の整備
に向けては、その前提として、児
童・生徒自身への啓発教育を希望す
る。

学
校
教
育
課
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④デートＤ
Ｖの啓発の
推進

若い世代などに対
し、デートＤＶに
ついて、社会的な
課題であることの
認識を深めるた
め、啓発を進めま
す。

様々な機会を捉えて若い
世代にデートDVに関す
る啓発活動を行う。11
月の「女性に対する暴力
をなくす運動」期間に
HPでの周知をはじめ、
施設の利用者に周知でき
るよう、パープルリボン
の掲示に取り組む。

①11月の「女性に対する暴力をなくす運動」では、啓発用イラストをあしらった
ポケットティッシュを1,000個作成し、庁内各課窓口だけでなく、守口門真商工
会議所等の関係機関も含めて計41カ所に配架した。DV相談ナビの啓発カードと
府作成のデートDVリーフレットは、WESSで常時配架した。

②DV相談ナビの啓発カードと府作成のデートDVリーフレットの配架について
は、WESSの中だけでなく、入口の外側にも配架し、WESS利用者のみならず、
通りすがる人の目にもつきやすいよう工夫した。

③本市の児童・生徒にターゲットをしぼった啓発活動が学校まかせだった。

学校教育課等と連携した
啓発方法を検討する。

児童・生徒自身へのデートDVへの
理解教育をぜひとの早期に実施して
いただきたい。

人
権
市
民
相
談
課
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6暴力を許さ
ない社会を
つくるため
の啓発を進
める

方
針
3
　
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

施策1



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

⑤母子保健
事業などを
通じたDV防
止の啓発や
相談の充実

妊産婦やその配偶
者に対し、母子健
康手帳の交付や乳
児家庭全戸訪問な
どの機会に啓発や
相談を進めます。

引き続き、母子健康手帳
の交付時に妊娠・出産に
関する専門性の高い助産
師等による面接を実施
し、必要なケースに早期
に支援を開始する。ま
た、個別面談、家庭訪問
並びに健診等を通して啓
発に努める。

①母子健康手帳の交付時に助産師等による全数面接を実施し、必要時には妊娠時
からハイリスク妊婦として地区担当保健師がケース対応を行った。また、月1回
の保健師による事例検討会でハイリスク妊婦の検討や、情報共有が必要なケース
の検討を実施し、密な支援ができるよう努めた。

②妊娠期から子育て期までの、切れ目のない支援の中でDVのリスクアセスメン
トを行い、DV防止の啓発を行うことができている。また、人権市民相談課や子
育て支援課等と連携しての支援ができた。

③関係機関とのスムーズな連携に引き続き努める。

引き続き、母子健康手帳
の交付時に妊娠・出産に
関する専門性の高い助産
師等による面接を実施
し、必要なケースに早期
に支援を開始する。ま
た、個別面談、家庭訪問
並びに健診等をとおして
啓発に努める。

関係機関とのスムーズな連携は必須
であり、連携支援できていることは
評価できる。
妊婦との全数面接は、重要な継続事
項と思われる。

健
康
増
進
課
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⑥学校など
における人
権教育の推
進

児童・生徒に対
し、小・中学校に
おいて暴力を許さ
ない心を育む人権
教育を進めます。

いじめやデートDV等を
含めた様々な人権侵害を
許さず、個人の尊厳と多
様性を認め合える社会を
目指す力を育成するた
め、各小・中学校におけ
る人権教育を推進する。

①新型コロナの影響もあり、個別の人権課題に特化した実践を行うことが難し
かったが、デートDVについては、リーフレットを各校に送付し、情報提供を
行った。また、新型コロナに関する差別や偏見を防止する取組については、全て
の学校において実施した。

②様々な人権課題に特化した人権学習を行う時間の確保が困難であるだけでな
く、感染拡大防止のため、児童・生徒同士の話し合い活動にも制限がある等、限
られた条件ではあったが、学校の現状や社会的な課題に応じた人権教育を実施す
ることができた。

③今後も、各校において、新型コロナに関する差別を含め、差別を見抜き、差別
をゆるさない人権教育を推進できるように、研修会や学習会等を実施していく必
要がある。

いじめやデートDV等を
含めた様々な人権侵害を
許さず、個人の尊厳と多
様性を認め合える社会を
目指す力を育成するた
め、各小・中学校におけ
る人権教育を推進する。

人権教育を推進する教職員のさらな
る研鑽を希求する。

学
校
教
育
課
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⑦医療・保
健・福祉関
係者や保健
福祉施設、
地域団体な
どに対する
周知

医師会や保健福祉
センター、門真市
民生委員児童委員
協議会、校区福祉
委員会などに対
し、ＤＶをはじめ
児童虐待や高齢者
虐待、障がい者虐
待など、暴力被害
者を見逃さないよ
うに、通報窓口や
通報方法などの周
知を図ります。

福祉政策課所管の門真市
民生委員児童委員協議
会、門真市社会福祉協議
会等の団体、担い手に対
する情報提供に努め、地
域の見守り力の向上に努
める。

①門真市民生委員児童委員協議会について、下記のとおり実施した。事務局として下記の活
動をサポート・助言した。
・７月定例会…子育て支援課の職員を講師に招き、門真市における児童虐待の取組と現状に
ついての研修を実施（参加者数123名）
・10月定例会…障がい福祉課の職員を講師に招き、障がい者の現状や民生委員としての関わ
り方、ヘルプマークについての研修を実施（参加者数133名）
・12月定例会…門真市社会福祉協議会の職員を講師に招き、認知症サポーター養成講座を実
施（参加者数135名）

②例年実施している、オレンジリボンキャンペーン啓発物品の作成が新型コロナの影響で行
われなかった為、実施できなかった。

③DVについての周知活動も研修テーマに取り上げていきたい。

当課所管の門真市民生委
員児童委員協議会、門真
市社会福祉協議会等の団
体、担い手に対する情報
提供に努め、地域の見守
り力の向上に努める。

子育て、障がい者、認知症に対する
研修が、定例会で計画的に行われて
いることは評価できる。今後も、地
域の見守り力の向上のための研修を
男女共同参画の視点をもって実施継
続していただきたい。

福
祉
政
策
課
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⑧被害者を
発見しやす
い立場にあ
る職員に対
する情報提
供

ＤVや虐待に対し
て適切な対応がで
きるように、関係
課の相談窓口職員
や教職員などのス
キルアップを図る
ため、情報を収集
し、提供します。

大阪府等が開催するDV
等研修会の庁内周知を図
り、職員・相談員の参加
を促し、スキルアップを
図るとともに、庁内関係
課との情報共有の機会を
充実させる。

①府主催のDVに関する研修をWESS職員・相談員が受講した。11月25日には職員を対象と
したDV研修「ＤＶ被害からの離脱・回復を支援する～コロナ禍のＤＶ被害の実態～」を開催
し、49名が参加した。12月７日の相談員連絡会（人権市民相談課職員・WESS職員の定期
的連絡会）には子育て支援課職員（ひとり親相談員）にも参加してもらい、お互いの課の業
務を共有し合った。

②12月の相談員連絡会に子育て支援課職員（ひとり親相談員）も参加したことで、DV・虐
待それぞれの窓口対応状況をより知ることができ、より一層の連携を図ることができた。

③子育て支援課だけでなく、他の関係課職員とも連携を深め、スキルアップのための情報提
供、情報共有が必要。

職員を対象としたDV研
修を開催する。被害者を
発見しやすい立場の関係
課職員に相談員連絡会へ
参加してもらう等、情報
を提供に努める。

DVや虐待に対して、適切な対応が
できるように職員・相談員のスキル
アップを実行していることは評価で
きる。
さらなる情報共有を希望する。

人
権
市
民
相
談
課
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基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

⑨女性に対
する暴力表
現を含む屋
外広告物の
ないまちづ
くりの推進

女性に対する暴力
表現を含む屋外広
告物に対し、門真
市美しいまちづく
り推進協議会や地
域団体と連携し、
指導、警告、撤去
活動を進めます。

広報紙やHPで周知する
とともに、「門真市美し
いまちづくり推進協議会
不法屋外広告物対策部
会」、「門真市違法屋外
広告物追放推進団体」、
「門真市障がい福祉を考
える会」による撤去活動
の推進に努めていく。

①自治会や門真市シルバー人材センターによる撤去活動及び門真市障がい福祉を
考える会への業務委託（市内全域）を行っている（今年度撤去件数は計34件(１
月末時点)）。なお、門真市美しいまちづくり推進協議会不法屋外広告物対策部会
による撤去・啓発活動は、新型コロナ感染防止のため、実施していない。

②撤去した34件のうち、女性に対する暴力表現を含む屋外広告物があった旨の報
告は受けていない。

③違法屋外広告物を掲示しないよう、市民等に対する啓発を行う必要がある。

広報紙や市HPへの周知
とともに、門真市美しい
まちづくり推進協議会不
法屋外広告物対策部会、
門真市違法屋外広告物追
放推進団体、門真市障が
い福祉を考える会による
撤去活動の推進に努めて
いく。

女性に対する暴力表現を含む屋外広
告物はなかったとのこと、
女性に対する暴力表現の内容も注視
していただければと思う。

環
境
政
策
課
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定期的に広報紙やHPを
中心に、女性のための相
談、人権相談、人権擁護
委員による相談や関係機
関での専門分野も含めた
相談の周知を図り、相談
体制の充実をめざす。

①各種相談事業について定期的に広報紙や市HPに掲載し、市HPトップページの
各種相談のバナーから２クリックで情報にアクセスできよう工夫している。
WESSセミナーや絵本読み聞かせ会の参加者には、毎回、口頭及びWESSの案内
チラシの配布等で相談窓口の案内をした。３月には、ドーンセンター情報ライブ
ラリーのパネル展でWESSのパネルを展示して周知に努めた。

②相談窓口の周知に加え、市HPにおける相談窓口情報に至るまでの手順を簡素
化しアクセスしやすくしている。

③引き続き効果的な周知方法等を検討していく。

定期的に広報紙や市HP
を中心に、女性のための
相談、就労相談、人権相
談、人権擁護委員による
相談や関係機関での専門
分野も含めた相談の周知
を図り相談体制の充実を
目指す。

周知という地道で継続的な取り組み
が必要な項目であるが、毎年、新た
な活動が加わり堅実に取り組んでい
る点が評価できる。利用者目線を意
識した施策の充実を望む。

人
権
市
民
相
談
課
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引き続き、乳幼児健診時
に相談窓口の周知を図
り、更に家庭訪問などき
め細やかな個別支援を継
続することで適切な情報
提供に努める。また、
「門真市子育て世代包括
支援センターひよこテラ
ス」の相談支援体制を強
化する。

①母子健康手帳発行時だけでなく、乳幼児健診時にも相談窓口の周知を図ってい
る。

②保健師による訪問時等に支援中の母子などの相談対応ができた。

③「門真市子育て世代包括支援センターひよこテラス」の相談支援体制を強化す
る。

引き続き、乳幼児健診時
に相談窓口の周知を図
り、更に家庭訪問などき
め細やかな個別支援を継
続することで適切な情報
提供に努める。また、
「門真市子育て世代包括
支援センターひよこテラ
ス」の相談支援体制を強
化する。

継続的な体制強化による支援の成果
が評価できる。引き続き、より具体
的で、利用者に親切な支援体制の充
実を望む。

健
康
増
進
課
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②相談機能
の充実と窓
口の連携の
強化

DVなどの被害者
が抱える悩みや暴
力に対して適切に
対応し、被害者の
心身のケアに努め
るとともに、相談
機能の充実と窓口
の連携の強化を図
ります。

複合的な課題をもった相
談ケースが増加している
ため、関係機関との更な
る連携を図る。

①各相談窓口の相談件数（延べ）
【人権相談】
２月末時点で308件（女性196件（うちDV44件）、男性112件（うちDV1件））であり、総相談件数が
前年度の延べ458件から150件減少した。また、相談対応においても、寄り添い相談が35件（前年度から
11件減）、自宅等への出張相談が2件（前年度から1件減）と減少した。
【女性のための相談】
２月末時点で239件（夫婦間トラブル・離婚前相談・DV109件、親族間トラブル28件、その他102件）
（昨年度の２月末時点は237件だった）
【人権擁護委員の相談】
2月末時点で6件（男女比不明）。人権擁護委員による人権相談では、市内11カ所の福祉施設において出張
相談を実施している（内９カ所は新型コロナの影響で中止）。
　相談窓口の周知については、定期的に広報紙へ女性のための相談や人権相談窓口を掲載し周知した。

②相談件数は全体的に減少しているが、継続相談や前年からの再相談は増加しており、安心して相談できる
場を提供できた。

③複合的課題を抱えた相談者への相談支援を行うため、相談員自身が自己研鑽に努め、関係機関との協働を
図る。

複合的な課題をもった相
談ケースが増加している
ため、関係機関とのさら
なる連携を図る。

相談件数の減少に関する原因等の精
査を行った上で、継続相談や再相談
について、相談後の支援につなげる
ことを目指す体制の構築を求める。

人
権
市
民
相
談
課
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広報紙をはじめ
HPやパンフ、講
座、母子保健事業
などさまざまな媒
体や機会を通じ
て、相談窓口の周
知を図ります。

安心して相
談できる体
制を充実す
る

7施策2 ①相談窓口
の周知



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

③警察や医
療機関、大
阪府等関係
機関との連
携の強化

DVなどの課題の
解決に向けた取り
組みを進めるため
に、警察や医療機
関、大阪府等関係
機関との連携の強
化に努めます。

DV被害者と同伴家族の
安全を確保するため、引
き続き関係機関と連携や
情報共有の充実を図り、
体制強化に努める。

①必要に応じて、府や警察署と連絡を取り、相談者を支援をした。ケースによっ
ては、一時避難へ繋げた。

②一時避難のケースでは、府や警察署と迅速・丁寧に連絡を取り合い詳細な記録
も残す等、スムーズな支援を心がけた。府が作成しているDV相談マニュアルに
ついても、職員間で見直して共通認識の確認をする等、業務内容の再確認を心が
けた。

③府や警察署等と丁寧に連携し、迅速な対応をし続けることが必要。

府や警察署等と丁寧に連
携し、迅速な対応ができ
るよう努める。

昨年度に報告のあった定期的な情報
交換が実行されていたのか不明であ
るが、社会的には深刻化するDV案
件について、専門窓口である警察や
府との日常的に密接な連携体制を構
築することが望まれる。 人

権
市
民
相
談
課
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④子どもに
関する相談
体制の充実

子どもに関する相
談を通じ、その家
庭が抱える問題に
ついて、適切に対
応し、支援に努め
ます。

様々な研修の機会へ参加
すると共に、児童虐待防
止啓発研修について企画
実施し、相談員等のスキ
ルアップに努める。ま
た、門真市こども家庭総
合支援拠点の支援充実の
ため、会議に係る要綱を
策定するとともに、所属
先も含めた関係機関との
連携強化を図る。

①門真市こども家庭総合支援拠点として関係各課へ虐待対応専門員を配置し、児童虐待防止等の連携を図っ
た。また、専門的知識の向上を図るため、調整担当者研修やコロナ禍で様々な手法を用いて開催される研修
会へも積極的に参加し受講した。また、今年度はＷＥＢ研修としてスーパーバイズ研修（児童虐待防止啓発
研修）を実施し、児童虐待の見守り支援についての知識向上を図った。
児童福祉に精通した弁護士を継続して配置し、指導、助言のもと、ケース対応を実施した。
・相談員人数…12名（管理職除く）（男性3名・女性9名）
・調整担当者研修…23科目

②年度当初に小中学校をはじめとした各所属先へ赴き、児童虐待についての説明を実施することで関係機関
との連携強化を図ることができた。様々な研修会に参加することで、知識の向上に繋がった。

③児童虐待通告を含めた相談件数は年々増加傾向にあり、その相談の内容も多様化している。児童が所属す
る機関との連携強化に努めつつ、国通知においても相談体制の充実が必要とされており、子ども家庭総合支
援拠点の体制強化も含めた支援体制の充実に努める必要がある。

様々な研修の機会へ参加
すると共に、児童虐待防
止啓発研修について企画
実施し、相談員等のスキ
ルアップに努める。又、
児童福祉法等の一部改正
をふまえ、母子保健・児
童福祉の一体的な支援体
制にむけた、門真市こど
も家庭総合支援拠点の体
制構築について検討をす
すめ、子どもに関する相
談体制の充実を目指す。

継続的に充実した施策が実行されて
いることは高く評価できる。コロナ
禍にあっても前年度は実施できな
かった研修を本年度は実現し、相談
員の人的体制も強化される等、引き
続き、施策の充実を期待する。相談
内容の複雑化に対して、他部門や関
係機関との連携により、支援の更な
る充実にも期待する。

子
育
て
支
援
課
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関係機関と連携し、高齢
者や障がいのある人、外
国人などの相談対応に努
める。

①迅速に相談対応できるよう関係課や関係機関との連携を進めた。

②関係課及び関係機関との連携により、相談者の立場・状況に合った対応ができ
た。

③外国籍の相談者に対しては、大阪府の外国人情報コーナーを活用し、周知案内
に努める。

関係機関と連携し、高齢
者や障がいのある人、外
国人などの相談対応に努
める。

前年同様体制の継続的な実行は評価
できる。高齢者・外国人の増加に対
して、より具体的な相談体制や相談
内容の充実と成果の報告に期待す
る。

人
権
市
民
相
談
課
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第4次障がい者計画及び第6
期障がい福祉計画・第2期障
がい児福祉計画に基づき、
地域生活支援拠点で実施す
る24時間365日の相談体制
と障がい者基幹相談支援セ
ンターを中核として、障が
いのある人の各種相談支援
事業所及び関係機関と連携
して継続的に障がいのある
人や外国人の方からの相談
に対応し、地域で安心した
生活が送れるよう支援す
る。

①地域生活支援拠点で実施する24時間３６５日の相談体制と障がい者基幹相談支援センター
を中核として市内2カ所の委託障がい者相談支援事業所及び市内外の指定特定相談支援事業所
などの関係機関と連携し、障がいのある人や外国人等からの相談に対し問題解決に取り組ん
だ。また、「障害者差別解消法」に関する相談にも対応できるよう引き続き、庁内への周知
及び新規採用職員、新任管理職向け研修を実施するとともに、関係機関との連携を図り相談
体制を充実させた。

②関係機関と会議、連絡等を通じて連携を図り、スムーズな問題解決ができるように取り組
めた。また、障がい者基幹相談支援センターを中核とするネットワークによる相談支援体制
を強化できた。

③今後も障がい者基幹相談支援センターを中核とした相談支援体制のネットワークの更なる
強化に取り組む。

引き続き、第4次障がい者計
画及び第6期障がい福祉計
画・第2期障がい児福祉計画
に基づき、地域生活支援拠
点で実施する24時間365日
の相談体制と障がい者基幹
相談支援センターを中核と
して、障がいのある人の各
種相談支援事業所及び関係
機関と連携して継続的に障
がいのある人や外国人の方
からの相談に対応し、地域
で安心した生活が送れるよ
う支援する。

24時間365日の相談体制が継続的
に充実されている点、評価できる。
多様化する障がい福祉について、よ
りきめ細やかな相談支援体制が拡充
することに期待する。

障
が
い
福
祉
課
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関係機関と連携
し、高齢者や障が
いのある人、外国
人などの相談対応
に努めます。

⑤高齢者や
障がいのあ
る人、外国
人などの相
談対応の充
実



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう
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関係機関との連携体制の
強化、職員の能力向上を
図り、引き続き相談対応
の充実に努める。

①対象者の相談の趣旨を適切に引き出し、関係機関とも連携し、対応をしてい
る。

②関係機関とも連携をし、相談対応を行えている。

③関係機関によっては、スムーズな連携が難しい場合もあるため、地域ケア会議
等を開催し、役割分担やネットワーク強化等を行う。

関係機関との動きが有機
的に働くために、地域ケ
ア会議等を開催し、連携
体制強化に努めていく。

職員の能力向上の努力や継続的な施
策の取り組みにより、前年度よりも
拡充された体制が構築出来ている点
が評価出来る。関係機関との具体的
な連携について、新たな施策を講じ
つつ、継続的な体制強化に期待す
る。 高

齢
福
祉
課
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啓発事業において人事課
と連携し、様々な暴力等
の問題について、研修に
取り組むとともに、各課
におけるOJTでも取り組
めるよう庁内へ発信す
る。また、国・大阪府等
の関係機関が実施する研
修に職員が参加できるよ
う情報提供を行う。

①人事課と共催で、11月25日に職員を対象としたDV研修「ＤＶ被害からの離
脱・回復を支援する～コロナ禍のＤＶ被害の実態～」を開催し、49名が参加し
た。

②コロナ禍のため、会場定員の半分以下とした開催となったが、DVに対する理
解を深めてもらうため各課から最低１名参加とした。

③不適切な対応や二次的被害の防止のためにも、。新入職員や未受講の職員を優
先しながら、継続的に研修を行い、1名でも多くの職員に受講してもらう必要が
ある。

人事課と連携し、引き続
き、職員を対象とした
DV研修を開催する。

所内研修の実行と充実は、評価でき
る。過年度には参加のあった府等の
他機関開催の研修への参加など、最
新の情報の収集の充実や、ＯＪＴに
よる個々の職員の対応力の強化など
についても、具体的な取り組みを求
める。

人
権
市
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人権意識の向上は研修の
重点項目と位置付けてお
り、引き続き研修を実施
する。また、派遣研修に
ついては関係部署等に積
極的に情報提供してい
く。

①人権意識の向上を図るため、全職員が5年間で１度は受講する必須研修と位置づけ、研修を
実施している。また、人権問題研修に加えてＤＶをテーマとする研修を実施した。なお、コ
ロナ禍での研修開催のため、動画視聴で実施した。
テーマ：差別・人権問題に関わる言葉・表現の理解
（Ｒ3.10/28～Ｒ3.12/10まで動画視聴　男性56名　女性40名　男：女　1.4：1）
テーマ：コロナ禍での人権感覚
（Ｒ3.10/28～Ｒ3.12/10まで動画視聴　男性41名　女性18名　男：女　2.3：1）
テーマ：仕事と不妊治療の両立について
（Ｒ4.３/10～Ｒ４.３/31まで動画視聴　男性23名　女性17名　男：女　1.4：１）
テーマ：ＤＶ被害からの離脱・回復を支援する～コロナ禍のＤＶ被害の実態～
（11/25開催　男性26名　女性23名　男：女　1.1：1）

②継続して研修を実施することにより、人権意識の向上は図れており、ＤＶの内容を含めた
研修についても継続して実施できた。受講者には学んだことを職場で共有を図り業務等に活
かしてもらっており、引き続き、派遣研修も含めて研修を実施していく。

③今後、男女共同参画プランの基本理念を踏まえ、研修を実施していく。

人権意識の向上は研修の
重点項目と位置付けてお
り、引き続き研修を実施
する。また、派遣研修に
ついては関係部署等に積
極的に情報提供してい
く。

研修テーマを毎年検討の上で、最新
の問題意識を理解するための研修
が、継続されている点、評価でき
る。今後も、継続的に充実した研修
の実現に期待する。

人
事
課
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①大阪府等
関係機関と
の連携によ
る一時保護
の推進

DV被害者とその
家族などの安全を
確保するため、大
阪府等関係機関と
連携し、適切な一
時保護に努めま
す。

警察署や大阪府等関係機
関との連携強化を図り被
害者支援に努める。

①2月末時点で当課が一時保護した件数は３件であった。（人権相談１件、女性
相談２件）

②大阪府等関係機関と調整し、一時保護施設で被害者の自立に向けた生活支援等
が行えた。

③一時保護以外の手段についても研究し、DV被害者の選択肢が増えるよう情報
収集等に努める。

警察署や大阪府等関係機
関との連携強化を図り被
害者支援に努める。

敏速に関係部署・機関等連携して
DV被害者の支援充実を図られた
い。

人
権
市
民
相
談
課

40

職員に対し、ＤＶ
や虐待に関する理
解を深めるととも
に、不適切な対応
による二次的被害
を防止するため、
研修を充実しま
す。

8施策3 被害者に対
する支援体
制を整える

⑥職員研修
の充実



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

DV被害者の主体的な判
断による意思決定に基づ
き、庁内関係各課担当者
と連携強化を図り充実し
た支援を行う。

①２月末時点でDVに関する相談は延べ167件（女性のための相談延べ123件・
人権相談延べ44件)で、必要に応じて庁内関係各課と支援検討会議を行った。ま
た大阪府家庭支援課や保健所が主催する研修会に参加することで個別ケースの学
習や庁内以外の関係機関との関係づくりに取り組んだ。

②DV被害者の相談内容を十分に聞き取り、本人の意思を把握の上、本人の意思
決定による援助ができている。

③関係機関との連携を進め、被害者の生活安定に向けた支援に努める。

ＤＶ被害者の主体的な判
断による意思決定に基づ
き、庁内関係各課担当者
と連携強化を図り充実し
た支援を行う。

WESSを中心に関係部署・機関等連
携して、DVに苦しむ被害者支援を
一層充実して欲しい

人
権
市
民
相
談
課

41

住民基本台帳事務等に基
づく支援措置の実施に際
し、関係各部局との情報
共有等について更なる強
化を図り、また情報管理
についても強化に努め
る。

①「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附
票の写し等の交付におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等
の被害者の保護のための門真市措置要領」に基づき支援措置を実施した。

②支援措置希望者の被害状況に応じた相談機関への案内、関係各部局及び他市町
村との情報共有、慎重な判断による証明書の交付を行い、ＤＶ等の被害者が安心
して生活できるよう努めた。

③支援措置対象者及び希望者に対して丁寧な説明を心がけ、国からの通知に基づ
き他市町村に対する伝達漏れがないよう担当者間で適宜確認しながら、慎重に対
応した。

住民基本台帳事務等に基
づく支援措置の実施に際
し、関係各部局との情報
共有等について更なる強
化を図り、また情報管理
についても強化に努め
る。

WESS、関係各種団体等、関係部
署・機関等連携して、DV被害者支
援の更なる充実を図って欲しい。

市
民
課

42

DV被害者の生活の安全
が図れるよう、関係機関
との連携し、支援できる
体制強化に努める。

①関係機関等と情報共有・連携を行ないながら、被害者の安全確保に努めた。ま
た、状況に応じて、母子生活支援施設等入所の検討を行い、支援が必要と判断さ
れた場合はその調整を行った。
　
②被害者の話を十分に傾聴し、意思を確認するとともに、関係機関等と連携しな
がら、情報共有し、被害者のエンパワーメントに努めることで、被害者の自立に
つながった。

③ＤＶの特性を理解しながら、関係機関等と連携し情報把握のうえ、被害者の安
全確保に努める。

ＤＶ被害者の生活の安全
が図れるよう、関係機関
との連携し、支援できる
体制強化に努める。

WESSをはじめとした関係部署・機
関と連携してDV被害者支援の一層
の充実を図って欲しい。

子
育
て
支
援
課

43

庁内各課及びその他関係機
関からの連絡や、生活保護
相談窓口に直接来所したDV
被害者（生活保護受給者）
に対して関係機関との連
絡・調整を速やかに行い対
応する。また、関係機関と
の連絡・調整を速やかに行
うことにより、DV被害者
（生活保護受給者）への支
援の充実を図る。庁内各課
及び関係機関との連携もこ
れまで以上に綿密に行う。

①庁内各課及びその他関係機関からの連絡や生活保護相談窓口に直接相談に来所
したＤＶ被害者（生活保護受給者）に対して引き続き関係機関との連絡・調整を
速やかに行い対応した。

②関係機関との連絡・調整を速やかに行うことにより、ＤＶ被害者（生活保護受
給者）への支援の充実が図れた。

③庁内各課及び関係機関との連携をこれまで以上に綿密に行いたい。

庁内各課及びその他関係機
関からの連絡や生活保護相
談窓口に直接相談に来所し
たＤＶ被害者（生活保護受
給者）に対して関係機関と
の連絡・調整を速やかに行
い対応する。また、関係機
関との連絡・調整を速やか
に行うことにより、ＤＶ被
害者（生活保護受給者）へ
の支援の充実を図る。さら
に、庁内各課及び関係機関
との連携をこれまで以上に
綿密に行う。

関係各種団体、WESSをはじめとし
た関係部署・機関等と連携してDV
被害者支援の一層の充実を図られた
い。

保
護
課

44

DV被害者の生活
などについて、庁
内で連携し状況に
対応した支援に努
めます。

②被害者の
状況に対応
した支援の
充実



基本目標①

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

③関係機関
との連携に
よる就労支
援の推進

就労に必要な技
能、資格取得のた
めの職業訓練機会
などの情報提供を
行うとともに、ハ
ローワークなど関
係機関との連携に
よる就労支援を進
めます。

職業訓練等の情報提供と
ともに、ハローワークや
大阪府・庁内関係各課と
の連携強化を図り、ひと
りでも多くの人が就労で
きるよう努める。

①庁舎内の地域就労支援センターでは、他機関からの技能・資格取得のための職業訓練等の
紹介、情報提供のみではなく、就労相談に来られた方を子育て支援課/家庭児童相談センター
につなぐ等、庁内での連携を実施した。また、より直接的な就労支援策である「合同企業就
職説明会・面接会」を地域関係機関との連携により実施した。
【地域就労支援センター】
対象…障がい者、ひとり親家庭、中高年齢者など働く意欲がありながら就職が困難な人
相談件数…１月末時点で、延べ59件
相談者数…１月末時点で、18名（男：女＝12：６）
【合同企業就職説明会・面接会】
対象…求職者全般
来場者数…29名
応募者数…延べ35名

②他機関からの情報提供や庁内関係各課、関係機関との連携ができた。

③一層関係機関との連携を強化し、就労相談・支援の充実に努める。

地域就労支援センターでは
職業訓練等の情報提供とと
もに、ハローワークや府・
庁内関係各課との連携強化
を図り、ひとりでも多くの
人が就労できるように努め
る。
また、合同企業就職説明
会・面接会においても、地
域関連機関と連携強化を図
り、ひとりでも多くの人に
来場してもらえるよう努め
る。

生活困窮者自立支援制度等による相
談・支援体制の強化充実を図られた
い。

産
業
振
興
課

45

④被害者の
子どもの心
身のケア体
制の充実

子どもが安心して
生活ができるよう
に、大阪府等関係
機関との連携を図
ります。

DV被害者の子どもの安
全等にも配慮しつつ相談
支援が実施できるよう、
関係機関との連携強化に
努める。

①子どもの安全確保を最優先に、関係機関や関係各課との連携に努めるととも
に、支援を行った。また、関係機関と連携し、母子生活支援施設等入所の検討が
必要な場合はその調整を行った。
　
②被害者の話を傾聴し、意思を確認しながら、情報提供を行った。また、関係機
関と連携し、子どもの安心安全な環境確保に努め、被害者が一日も早く自立した
生活に戻れるよう必要な支援の体制を整備に努めた。

③ＤＶの特性を理解しながら、関係機関と連携しつつ、子どもの安全やケアに努
めることで子どもの健全育成の環境整備を行う。

ＤＶ被害者の子どもの安
全等にも配慮しつつ相談
支援が実施できるよう、
関係機関との連携強化に
努める。

関係各種団体・市役所関係課などと
連携・協力して、要保護児童等によ
りきめ細やかな支援を充実するよう
に働きかけていただきたい。
吹田市では、小学生にデートDVへ
の理解を進めるために近隣の学生が
指導者となって行っている。指導で
きる学生の育成に課題があるもの
の、年齢が近く接しやすい者からの
指導に子どもも理解しやすい。門真
市でも検討されてはどうか。

子
育
て
支
援
課

46



基本目標②

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

①市政に対
する関心の
喚起

女性の意見を政策に
反映する大切さや、
女性が市政やまちづ
くりに関心を持つよ
う、広報紙などを活
用して啓発を進めま
す。また、審議会等
委員への女性の参画
率などの情報を提供
するなど、市民にわ
かりやすい市政の推
進に努めます。

女性の意見を政策に反映
することの大切さを、広
報紙やHPで啓発すると
ともに、庁内関係課と連
携し積極的に審議会等委
員への女性の登用を進め
る。

①市HPに、国の取り組みページ（外部リンク集）を新設し、女性の活躍状況の
「見える」化のページへのリンクを掲載した。リンク先では、女性の政治参画
マップなどが閲覧できる。庁内関係課から、審議会等委員の男女比に関する問い
合わせがあった際は、女性委員の割合に関する現状や男女共同参画の視点を伝え
た。

②市HPに、女性の活躍状況の「見える」化のページへの外部リンクを新設した
ことで、啓発に繋がった。

③特に、本市の審議会等の女性委員登用について、継続して関係課へ啓発する必
要がある。

男女共同参画週間等の機
会を活用して、庁内関係
課へ女性委員の登用につ
いて周知啓発する。

市HPに国の取組ページを新設し、
女性の活躍状況の「見える」化ペー
ジへの外部リンクを新設されたこと
は評価できます。今後も、全国的な
状況が把握できる客観的データを大
いに活用し、庁内の意識啓発に役立
ててください。

人
権
市
民
相
談
課

47

②審議会等
委員への女
性の参画促
進

市の政策・方針決
定や施策立案の場
である審議会や委
員会への女性委員
の参画目標を設定
し、参画を促進す
るとともに、女性
委員のいない審議
会などの解消をめ
ざします。

審議会や委員会において
多様な意見を反映するた
めには、男女偏りのない
委員の登用が重要である
ことを庁内関係課に周知
するとともに、比率の低
い女性委員の登用に向け
た取り組みを促進する。

①審議会等における本市の女性委員の登用率については、門真市男女共同参画社
会推進本部や同幹事会で、第２次かどま男女共同参画プラン改定に関する案件の
資料としても取り上げ、現状を関係部局長等で認識した。

②本市審議会等における女性委員の登用率は向上しつつある。男性しかいない審
議会等の数が減少した。

③審議会等委員は交代するため、継続して周知啓発する必要がある。

男女共同参画週間等の機
会を活用して、庁内関係
課へ女性委員の登用につ
いて周知啓発する。

女性委員がゼロの審議会について
は、担当部局に問い合わせてその要
因に何があるのかを把握し、解決策
を見出すなど、担当部局と連携して
女性委員の登用に繋げていただきた
い。 人

権
市
民
相
談
課

48

③人材の把
握と活用

審議会等委員の女
性の参画を促進す
るため、各種団体
の女性リーダーな
ど、人材の把握と
活用を促進しま
す。

各種団体の所管課である
庁内関係課と連携し、女
性の参画の充実を図る取
り組みを進める。

①門真市民生委員児童委員の研修会に講師として、男女共同参画について講義を
行い、女性参画の充実を図る必要性について説明を行う予定であったが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響で、２回順延したのちに中止となり、実施できな
かった。

②民間団体の実情把握について、正確な情報収集を集めることができず、十分な
取り組みを実施することができなかった。

③審議会等委員に参画できる女性リーダーの人材把握、人材養成について取り組
みを進めていく必要がある。

各種団体の代表者は男性であって
も、活動の中心的役割を担っている
女性メンバーが存在することも考え
られます。それぞれの団体の所管課
である庁内関係課から情報を収集
し、女性リーダーの人材把握と活用
に努めていただきたい。

人
権
市
民
相
談
課
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④民間団体
における女
性の参画の
拡大

商工会議所などの
団体における方針
決定過程への女性
の参画を働きかけ
ます。

各種団体に、女性の参画
の充実を図るよう働きか
けていく。また、「女性
のための起業セミナー」
を継続して実施する。

①６月の男女共同参画週間啓発用ポケットティッシュと、11月のワーク・ライ
フ・バランス啓発講座のチラシを、守口門真商工会議所に配架依頼し、男女共同
参画の啓発に努めた。10月にはWESSセミナー「私らしく起業入門」を開催
し、11人が参加した。

②「私らしく起業入門」では、20代～70代といった幅広い年代の女性が参加
し、参加者同士で連絡先の交換をする等起業へのステップを着々と踏まれてい
た。

③団体への働きかけが不十分と考える。

商工会議所などの団体に
おける方針決定過程への
女性の参画を働きかける
ための効果的な方法を検
討する。

「女性のための起業セミナー」への
参加者には、女性活躍推進への高い
意欲を持っている方が多く含まれて
いると考えられます。社会的起業も
視野に入れて、これらの方々の活躍
及び活動支援を行っていただきた
い。

人
権
市
民
相
談
課
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9

施策

方
針
1
　
政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
の
促
進

施策1 審議会等委
員への女性
の参画の促
進する



基本目標②

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

⑤地域活動
における女
性の参画の
拡大

PTAや自治会など
の各種団体の代表
や役員への女性の
参画を働きかけま
す。

各種団体の所管課である
庁内関係課と連携し、女
性の参画の充実を図る取
り組みを進める。

①福祉政策課と調整し、民生委員児童委員定例会議にて、男女共同参画及び
WESSの周知啓発を目的とする研修を行う予定であったが、コロナ禍のため２回
も延期になり、研修開催に至らなかった。

②民生委員児童委員という地域に密着し、市民の相談窓口となっている方々に周
知啓発することで、効果的な啓発に繋がると考える。

③継続して、民生委員児童委員定例会議にて周知を行い、効果的な啓発に繋げ
る。

民生委員児童委員定例会
議に出席して、男女共同
参画及びWESSの効果的
な啓発に繋げる。

民生委員児童委員に男女共同参画や
ジェンダー問題への理解がない場
合、それらの委員に相談した市民が
二次被害を被るという危惧を十分に
認識し、民生委員児童委員への啓発
を実施していただきたい。 人

権
市
民
相
談
課
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①職員研修
の充実と男
女共同参画
の視点に
立った職務
配置の推進

市の政策・方針決定
過程への女性の参画
及び女性職員の管理
職への登用を積極的
に進めます。女性職
員のモチベーション
を高め、どの職階に
おいても男女の差な
く活躍できるよう
に、女性職員の職域
拡大、職務経験を通
じた積極的なキャリ
ア形成を支援するほ
か、職員研修の充実
を図ります。

門真市における次世代育
成支援の推進及び女性職
員の活躍の推進に関する
特定事業主行動計画第２
期に基づき、女性の管理
職登用を実施していく。

①４月1日現在の女性管理職（課長補佐級以上）は49人であり、管理職全体の
25.8％であった。中堅職員研修のプログラム内で、女性部長から、今までの職場
人生における知識・経験等の講話を実施した。また、国の「第5次男女共同参画
基本計画」において市町村職員の各役職段階に占める女性の割合の数値目標が示
されたことに伴い、門真市における次世代育成支援の推進及び女性職員の活躍の
推進に関する特定事業主行動計画（第２期）に同様の数値目標を新たに規定し
た。

②R２年４月1日と比べ、女性管理職の割合は、前年度から0.4％下回った。

③今後も積極的な女性職員の登用を実施していくとともに、職員へ意識啓発をし
ていく。

門真市における次世代育
成支援の推進及び女性職
員の活躍の推進に関する
特定事業主行動計画第２
期 に基づき、女性の管
理職登用を実施してい
く。

男女共同参画施策にも長年にわたっ
て携われた貴市女性部長の講話は、
女性職員のロールモデル提示となっ
たことと考えられます。管理職を志
す女性職員の増加を目指して、今後
もこのような取組を続けていただき
たい。

人
事
課
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②小・中学
校における
女性管理職
の任用

女性教職員の管理
職任用を働きか
け、学校運営への
男女共同参画を図
ります。

女性教職員の管理職任用
をさらに積極的に推進し
ていく。

①市内小・中学校20校40名の管理職のうち、15名が女性である。

②女性管理職の登用率は、令和２年度から2.5％増加している。
（R２年度…35％　R3年度…37.5％）

③女性教職員の管理職登用を今後も積極的に進めていく。

女性教職員の管理職任用
をさらに積極的に推進し
ていく。

学校現場へのヒアリング等によっ
て、女性管理職の登用率が増加した
要因を把握し、今後のさらなる女性
管理職任用につなげていただきた
い。

学
校
教
育
課
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①高齢者の
地域におけ
る活動の促
進

退職後の男性など
の高齢者がボラン
ティアなどに参加
しやすいように、
門真市シルバー人
材センターや老人
クラブ連合会など
を通じて、身近な
地域でのボラン
ティア体験や活動
などができる体制
づくりに努めま
す。

新型コロナ対策を行いつ
つ、活動を行うことで、
老人クラブの活動を知っ
てもらい、老人クラブ加
入者の増加に努める。

①コロナ禍で活動が制限されたが、老人クラブの演芸大会、グラウンドゴルフ大
会、ウォーキングイベント及び作品展示会等を実施した。

②老人クラブの若年者の加入が減少しており、また、老人クラブの後継者の担い
手不足により、クラブの継承が困難となっている。

③引き続き、高齢者に老人クラブへの加入を周知する。また、門真市老人クラブ
連合会が各老人クラブに対して、研修の実施や資料作成の説明等により、支援及
び育成をしていく。

引き続き、高齢者に老人
クラブへの加入を周知す
るとともに、新型コロナ
対策を行った上で、活動
を行っていく。

老人クラブは老人福祉法に法的な位
置づけがあり、正式名称の変更は難
しいです。しかし、例えば、アク
ティブシニアが活動しているクラブ
であるようなイメージを与える愛称
を募集して、若年者の加入促進を
図ってはいかがでしょうか。 高

齢
福
祉
課

54

10

11地域のさま
ざまな活動
に対する男
女共同参画
を促進する

方
針
2
　
地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
促
進

施策2 女性職員・
女性教職員
の登用を促
進する

施策1



基本目標②

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

ボランティア活動を推進
している門真市社会福祉
協議会がより地域のボラ
ンティアの活性化を図れ
るよう支援していく。

①６月に予定していたボランティアフェスティバルは、新型コロナの影響で中止
となった。社会福祉協議会において開催する各種ボランティア講座等の活動の支
援を実施した。ボランティア講座については、新型コロナにより一部中止等の影
響はあったものの、概ね予定通り実施できた。同会にて講座受講申込みをグーグ
ルフォーム入力とする等の工夫を行うことで、参加者数の増加や、比較的若い世
代の申込みにもつながった。

②社会福祉協議会との連携を行い、ボランティア活動の支援に努めた。

③社会福祉協議会のボランティア機能を充実していくよう今後も引き続き支援を
実施する。

ボランティア活動を推進
している門真市社会福祉
協議会がより地域のボラ
ンティアの活性化を図れ
るよう支援していく。

活動や活躍の場を探している市民
に、求める情報を確実に届けられる
よう、今後も様々な方法を試みてい
ただきたい。

福
祉
政
策
課

55

事業の周知を図るととも
に、ボランティア関連団
体等とも連携・情報共有
を更に深め、登録・利用
の促進に努める。

①協働によるまちづくり人材バンクについては、新型コロナ拡大のため、新たな
登録者の活躍の場の拡大には至らなかった。

②登録者の活躍の場の拡充のため、ボランティア関連団体と情報共有を図るよう
努めた。
（人材バンク男女比は個人登録　男性６名・女性７名。団体登録１３団体中女性
代表は７団体）

③周知を努めるとともに、ボランティア関連団体等とともに、連携・情報共有を
深め、登録・利用の促進に努める。

ボランティア関連団体等
と、連携・情報共有をさ
らに深め、事業の周知を
行うとともに、登録・利
用の促進に努める。

活動や活躍の場を探している市民
に、求める情報を確実に届けられる
よう、今後も様々な方法を試みてい
ただきたい。

地
域
政
策
課
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新しい生活様式に配慮
し、出前講座を開催し、
特殊詐欺等の被害未然防
止のため、引き続き消費
者教育を行っていく

①新型コロナの拡大により、出前講座の回数は減少し、今年度は出前講座を6回（うち１回は
オンライン講座）開催した。アンケート結果によると、男女比は、男性14.9％・女性
76.1％（無記名9.0％）であった。市内の特殊詐欺既遂件数26件のうち、男性が62.5％・
女性が38.5％であるが、大阪府内の特殊詐欺被害の77％は女性である。また新たな手口と
して、新型コロナに関連した特殊詐欺や給付金などを騙った詐欺の電話が固定電話にかかっ
てきている。そのため、特殊詐欺等被害防止機器貸与事業を引き続きに行っていく。特殊詐
欺等被害防止機器貸与ついては、申込者の約60％が女性である。

②特殊詐欺等について、広報紙、市HP、出前講座を通じて情報発信を行った。出前講座の参
加人数は70％以上が女性であった。特殊詐欺等の周知・啓発を行うことができた。

③コロナ禍で、自宅で過ごす高齢者が多いため、新たな特殊詐欺の手口や、ネットショッピ
ングのトラブル等の被害未然防止のために、男女共に消費者教育を行っていく。

新しい生活様式に配慮し、
出前講座を行っていく。ま
た、オンライン講座の開催
を積極的に行う。特殊詐欺
の被害未然防止のため、特
殊詐欺等被害防止機器貸与
事業を引き続き行い、男女
共に特殊詐欺や消費者トラ
ブル等の被害にあわないた
めに消費者教育を行ってい
く。

コロナ禍が収束した後も、市民の防
犯・防災に関する学びの機会を保障
するため、オンライン開催（動画の
オンデマンド配信を含む）の機会も
提供するなど、多様な参加方法を選
択できるようにしていただきたい。

産
業
振
興
課
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防犯に係る情報発信の強
化を図るため広報紙や
HPの積極的な活用を進
めていく。防災について
は、引き続き防災講話や
防災訓練等を通じ、関係
機関と連携しながら、災
害時の男女共同参画に対
する意識の向上を図って
いく。

①防犯に係る情報発信については、広報紙にて自転車防犯登録に係る記事の掲載や、市HPに
は列車内痴漢被害相談の窓口の啓発記事等を掲載した。引き続きイベント等を通じて情報発
信の強化を図っていく。防災については、感染拡大に伴い防災講話等減少したことから、男
女共同参画に関する啓発等が十分に行うことができなかった。

②新型コロナ感染拡大に伴い、防犯イベントについては実施できなかった。そのため、広報
紙や市HPに記事の掲載、市内全防犯支部116団体への回覧チラシを活用し、情報発信を行う
ことができた。

③防災講話、防犯イベント等の開催については、新型コロナの感染拡大に伴い中止、縮小と
なったため、次年度以降についても感染状況を注視しつつ様々なイベント等を通じて周知・
啓発に努めていく。

防犯の情報発信の強化につ
いては、引き続き広報紙や
市HP、防犯支部への回覧チ
ラシやポスターの配布等を
行っていく。防災について
は、引き続き新型コロナの
状況に注視しつつ、防災講
話や防災訓練等を通じ、関
係機関と連携しながら、災
害時の男女共同参画に対す
る意識の向上を図ってい
く。

市独自の啓発プログラム実施や広報
に加え、内閣府男女共同参画局が提
供している学習プログラムなどの活
用して、災害時の男女共同参画に対
する意識向上につなげていただきた
い。

「災害対応力を強化する女性の視
点」実践的学習プログラム
https://www.gender.go.jp/policy
/saigai/program/index.html

危
機
管
理
課
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男女がともに地域
活動に参加できる
ように、ボラン
ティア講座やボラ
ンティアフェス
ティバルの開催な
どを支援し、活動
の周知・啓発を図
ります。

安全で安心なまち
づくりや防災活
動・災害非常時な
どにおける男女共
同参画の促進を図
ります。

②ボラン
ティア活動
の促進

③防犯・防
災活動に対
する男女共
同参画の促
進



基本目標②

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

引き続きHP及び子育て
応援ポータルサイト等に
おいて、父親も母親も子
育てに関する情報を得ら
れるよう発信等を行って
いく。

①市HP及び子育て応援ポータルサイトにおいては、各所属からイベントやひと
り親家庭への支援情報等、子育て支援に関する情報を掲載した。

②今年度は、引き続きコロナ禍における子育て支援制度の周知のために、積極的
に市HP及び子育て応援ポータルサイトを活用し、父親も母親も等しく支援を受
けられるよう情報発信することができた。

③掲載する情報の更なる充実を図る。

引き続き市HP及び子育
て応援ポータルサイト等
において、父親も母親も
子育てに関する情報を得
られるよう発信等を行っ
ていく。

「すくすくひよこナビ」はたいへん
充実した子育て応援ポータルサイト
です。今後もこのサイトに役立つ情
報を集約し、市民が必要な情報にた
どり着くことを大いにサポートして
いただきたい。 子

育
て
支
援
課

59

指定管理者と協議のう
え、子どもの育ちや子育
てを支援する講座の内容
の充実を図る。

①青少年活動センターに、中高生の居場所作りであるティーンズベースのオープンをするこ
とができた。宿題カフェの実施によって子育ての支援につなげた。門真地域のトイボックス
社員・パートにチームビルディングや社会貢献に関する研修・ワークショップを行った。
社員・パートに「子どもの未来応援団」の研修を行った。NPO法人ハッピーマムなどと協力
して児童虐待・母子家庭を扱った映画「ひとくず」の上映会・講演を行った。ルミエール
ホール事務で女性パート2名を新規雇用した。TSUMIKI COFFEE でも女性を数名雇用し
た。

②新型コロナのこともあり、様子を見ながらスタートしたが、少しずつだが参加する子ども
も増え、子どもの交流拠点作りを行なった。

③中高生の居場所作りを通じて、地域で育み受け入れる場所を作ることで、子どもだけでな
く親にとっても安心できる場となり、子育て支援にもなると考えている。

新型コロナの様子を見な
がら、イベントを開催す
るなど、より多くの子ど
も達や保護者の方々に
知ってもらい、安心して
通える子どもたちの居場
所作りを推進していく。

中高生の居場所づくり及び子どもの
交流拠点づくりは、子育て家庭が地
域で孤立しないようにする有効なス
ペースです。今後のさらなる活用を
期待しています。

生
涯
学
習
課
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①女性団体
に対する支
援

地域活動の中で女
性の意思決定の場
への参画を促進す
るため、女性リー
ダーの養成と女性
団体に対する支援
を行います。ま
た、関連団体同士
のネットワーク化
を促進します。

守口門真商工会議所や地
域団体と連携し、女性
リーダーの養成や女性団
体への支援等の体制づく
りを継続して進めるほ
か、セミナー等を開催
し、女性リーダーが市に
どんな支援を求めてるか
意見を聞く機会を設け、
リーダー養成に努める。

①新型コロナの影響により、守口門真商工会議所や地域団体の活動が自粛され、
ともに活動が出来なかった。

②新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため、セミナー等の企画検討すら行う
ことができなかった。

③今後も関係機関と情報交換を続けて女性活躍推進に取り組む。

守口門真商工会議所や地
域団体と連携し、女性
リーダーの養成や女性団
体への支援等の体制づく
りを継続して進めるほ
か、セミナー等の開催を
検討し、リーダー養成に
努める。

昨年の意見にも提案しましたが、オ
ンラインをもっと活用してはいかが
でしょうか？
企画会議やセミナーの実施はオンラ
インで行うことも可能ですし、特に
リーダー養成ともなればオンライン
会議などは必須なのではないでしょ
うか？コロナ禍でオンライン活用方
法も一般的に普及しています。是
非、新しいことも取り入れ、リー
ダーの養成をすすめてください。

人
権
市
民
相
談
課
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②ボラン
ティア活
動・NPO活
動の促進

ボランティア活動
やまちづくり活動
を行う団体への男
女共同参画を促進
するとともに、情
報や活動の場の提
供、ネットワーク
づくりなどの支援
を行います。

ボランティア活動や
NPO活動において、男
女の隔たりなく誰もが参
加しやすい環境を作るた
め、情報提供や周知、
マッチング等、市民公益
活動支援センターを中心
に必要な支援に努める。

①新型コロナ拡大防止のため、NPO法人の活動が行えない中、ひとり親家庭や子
育て支援などの活躍が目立った。

②新型コロナ拡大防止のため、地域やNPO法人のイベントや事業の実施が困難に
なる中、ひとり親家庭の支援及び子どもの学習支援等を、感染拡大防止策を講じ
ながら実施できたと考える。
（門真市に事業所を置く全NPO数（うち女性が代表を務めるNPO数）34団体
（11団体）

③ボランティア活動やNPO法人の存在について、より周知を図るため、情報提供
などの支援を行う。

市民公益活動支援セン
ターを中心に、誰もが参
加しやすくなる環境をつ
くるため、情報提供や
マッチング等のネット
ワークの構築に努める。

コロナ禍にありながらも、情報提供
や周知など一部メール配信され、支
援が引き続きされていることがわか
り、良かったです。特にひとり親家
庭や子育て支援はコロナ禍でも待っ
たがないので、より広く関係ボラン
ティア団体の存在と活動を知らせ続
けていただきたいです。

地
域
政
策
課

62

子育て家庭が地域
で孤立しないよう
に、また、親子が
安心していきいき
と生活ができるよ
うに、子どもの育
ちや子育てを支援
する活動に対し、
男女共同参画を促
進します。

12施策2

④地域にお
ける子育て
支援活動な
どに対する
男女共同参
画の促進

市民、団体
などの地域
活動に対す
る支援を行
う



基本目標②

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

③地域コー
ディネー
ターの人材
発掘・育成

地域活動の活性化
を図るため、地域
団体や企業などと
の連携をより一層
深め、地域の実情
に応じた活動を地
域ぐるみで展開で
きるよう、それぞ
れの地域でコー
ディネーターを発
掘し、育成するこ
とで地域力の強化
を図ります。

市民や各種団体、大学、
企業等との連携をより一
層密なものにしていくと
ともに、市民公益活動支
援センターとも連携しな
がら、地域活動や市民公
益活動を促進し、新たな
繋がりや、老若男女問わ
ず様々な人材の発掘・育
成ができるよう努める。

①門真市自治基本条例に基づき、主役である地域と市役所との協働によるまちづくりを推進
した。また、市民公益活動支援センターにおいて、NPO法人の市民公益活動に向けた相談及
び支援を実施した。企業や大学との新たな連携として、１社との事業連携協定、１大学と包
括連携協定を締結した。

②全６校区の半数の３校区で設立している地域会議について、門真はすはな中学校区におい
て11月に地域会議が設立。12月には地域会議設立の前段階の準備会が第四中学校区で発足
し、今後地域で活躍する人数の増加が見込まれる。
（設立済中学校区代議員の男女割合（男％：女％）第五中学校区71：29、第三中学校区
51：49、第七中学校区58：42、はすはな中学校区75：25）（準備会発足第四中学校区
代議員の男女割合（男％：女％）70：30）

③市民公益活動支援センターを中心に、新たな担い手の発掘と、さまざまな地域の課題解決
や活性化に向けて、市民公益活動を促進していく。

市民や各種団体他、大
学、企業等との連携をよ
り一層密なものにしてい
くとともに、市民公益活
動支援センターと連携し
ながら、地域活動や公益
活動を促進し、新たな担
い手の発掘や育成ができ
るよう努める。

新たな地域会議が設立されること
で、目標である新たな担い手の発掘
や育成者の増加につながっていると
思われます。引き続き、各団体連携
を取りながら、地域コーディネー
ター人材を発掘、育成ください。

地
域
政
策
課

63

必要に応じて通訳等を実
施し、在住外国人のコ
ミュニケーションの充実
を図る。3歳6か月児健
診時に中国語通訳を引き
続き配置し、子どもの言
葉等の発達の確認ができ
るようにする。

①3歳6か月児健診時に中国語通訳を配置。配置回数は14回（前年度に新型コロ
ナで中止した分を追加）。うち、利用者は3回（3人）であった。

②3歳6か月児健診時に中国語通訳を配置することで、在住外国人への情報提供・
支援ができた。また、通訳を介すことで、子どもの養育状況や発達面などの確認
もできた。

③引き続き、通訳の実施及び個別対応などにより在住外国人への適切な情報提供
に努める。

必要に応じて通訳等を実
施し、在住外国人のコ
ミュニケーションの充実
を図る。3歳6か月児健
診時に中国語通訳を引き
続き配置し、子どもの言
葉等の発達の確認ができ
るようにする。

在住外国人にとって、必要な情報が得れずどう
したらよいかわからなくなると不安になると思
います。必要な情報が届くように通訳者を介し
引き続き情報提供を行ってください。

この取り組みをより多くの人に知ってもらうた
めに、利用者さんにアンケートという形で意識
付けを行ってはいかがでしょうか？例えば、質
問事項の中に「このサービス（通訳者を介して
の子育て支援サービスや行政情報提供サービス
など）を知り合いの在住外国人に薦めたいと思
いますか」などを入れることで、利用者さんが
知り合いの方で困っている人がいたらこのサー
ビスを受けるように薦めてみようと意識しても
らえるかもしれません。そうすれば、少しでも
より多くの方に市の取り組みを知ってもらえる
助けになるのではないかと思います。

健
康
増
進
課

64

放課後児童クラブに関す
る文書を翻訳すること
で、引き続き在住外国人
が安心して放課後児童ク
ラブを利用できる環境整
備を推進する。

①昨年に引き続き、放課後児童クラブ入会案内、入会のしおり、入会申請書の記
載例、入会申込書や手引き等を翻訳し、在住外国人の多い校区の放課後児童クラ
ブに配布することで情報の提供に努めた。

②入会申込の手引きや入会申請書の記載例等についても翻訳することで、在住外
国人が安心して放課後児童クラブに入会できる環境を整備することができた。

③入会申込書や手引き等の翻訳を継続することで、在住外国人に対して放課後児
童クラブに関する適切な情報提供を実施していく必要がある。

放課後児童クラブに関す
る文書を翻訳すること
で、引き続き在住外国人
が安心して放課後児童ク
ラブを利用できる環境整
備を推進する。

在住外国人にとって、必要な情報が
得れずどうしたらよいかわからなく
なると不安になると思います。
引き続き、わかりやすい多言語での
情報提供をすすめてください。

子
育
て
支
援
課

65

各園の状況により、必要
に応じて通訳を実施し、
在住外国人のコミュニ
ケーションの充実を図
る。

①各公立幼稚園・保育所・こども園からの依頼に基づき、保育幼稚園課に登録し
ている通訳者に説明会や懇談会等における通訳業務を依頼した。派遣回数５回。

②各園からの依頼に基づき、適切な通訳の対応を行い、在住外国人にサービスの
提供ができた。

③在住外国人が安心して生活を送れるよう、今後も継続して対応を図る。

各園の状況により、必要
に応じて通訳を実施し、
在住外国人のコミュニ
ケーションの充実を図
る。

在住外国人にとって、必要な情報が得れずどう
したらよいかわからなくなると不安になると思
います。必要な情報が届くように通訳者を介し
引き続き情報提供を行ってください。

この取り組みをより多くの人に知ってもらうた
めに、在住外国人の利用者さんにアンケートと
いう形で意識付けを行ってはいかがでしょう
か？例えば、質問事項の中に「このサービス
（懇談会などに通訳者を利用するサービスな
ど）を知り合いの在住外国人に薦めたいと思い
ますか」などを入れることで、利用者さんが知
り合いの方で困っている人がいたらこのサービ
スを受けるように薦めてみようと意識してもら
えるかもしれません。そうすれば、少しでもよ
り多くの方に市の取り組みを知ってもらえる助
けになるのではないかと思います。

保
育
幼
稚
園
課

66

在住外国人が安心
して子育てや日常
生活を送ることが
できるように、さ
まざまな生活情報
や行政サービス情
報などの提供を進
めます。

13施策1 在住外国人
が暮らしや
すい環境づ
くりを進め
る

①生活情報
や行政サー
ビス情報な
どの提供

方
針
3
　
国
際
社
会
へ
の
理
解



基本目標②

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

②窓口にお
けるコミュ
ニケーショ
ン支援の充
実

在住外国人のさま
ざまな相談に適切
に対応できるよう
に、外国語ボラン
ティアとの連携を
強化し、職員の相
談対応力の向上に
努めます。

事業廃止 事業廃止 事業廃止 事業廃止 - -

③在住外国
人の地域活
動への参加
促進

在住外国人が地域
の一員として、防
犯・防災や福祉活
動、まちづくりな
どの活動に積極的
に参加できるよう
に、環境整備に努
めます。

より多くの在住外国人に
講座に参加してもらえる
よう、指定管理者と協議
し、講座時間や頻度など
改善・充実を図ってい
く。

①コロナ禍において、臨時休館により再開時期が９月になったが、念入りな感染
防止対策を行いながら、日本語教室を開講することができた。

②門真市で生活する外国人が安心して暮らすことができるための日本語教室を目
的とし、以前の支援者への聞き取りも行いながら、教室運営の要項について見直
しをすることができた。

③次年度はボランティア要請講座を行いながら、市内に住む人々と一緒に、外国
人との共存できる地域づくりを推進する。

昨年度に引き続き、外国
人の方々が地域で安心し
て生活していくため必要
な日本語教室について、
情報収集を行いながら推
進していく。地域の人々
にも協力してもらえる流
れを作っていく。

やはり現地の言葉がわからないと生
活が不安になると思います。
対面で教室開催できるのが一番良い
と思いますが、場合によってはオン
ライン教室なども開催してはいかが
でしょうか？
引き続き、在住外国人が地域活動に
参加しやすくなるような環境整備に
ご尽力ください。

生
涯
学
習
課

67

コロナ禍においても各学
校における多文化共生教
育の取り組みをより一層
充実させるため、門真市
在日外国人教育推進協議
会と連携し、各学校の実
践交流の場を工夫する。

①門真市在日外国人教育推進協議会と連携し、各学校での在日外国人教育や国際理解教育に
ついての取組の実践発表と交流の場を設けた。
新型コロナの影響で、集合開催は中止となったが、オンラインや動画配信を活用して実施し
た。
・オンラインによる学校紹介
・オンラインによるゲーム・クイズ大会
・オンラインによる小・中・高の交流
・動画配信による実践発表等

②新型コロナの影響で、活動の制約はあったが、児童・生徒が様々な国の文化について理解
を深め、お互いを尊重する交流の場を保障することができた。

③各学校や小中連携での取組を今後も継続的に行うとともに、ICT機器を活用し、教職員、児
童・生徒、保護者の交流がさらに広がるような取組を行う。

実施内容や方法を工夫
し、各学校における多文
化共生教育の取り組みを
より一層充実させるた
め、門真市在日外国人教
育推進協議会と連携し、
各学校の実践交流の場を
工夫する。

オンラインを活用して色々な交流の
場を設けたことはとても評価でき
る。今後は、このスタイルが主流と
なることも考えられるので、工夫を
凝らしながら交流を広げる取り組み
を続けてもらいたい。

学
校
教
育
課

68

門真市在日外国人教育推
進協議会と連携し、各園
における取り組みの実践
交流の場を更に広げるこ
とで、多文化共生教育の
取り組みを充実させてい
く。

①門真市在日外国人教育推進委員会と連携し、各園での在日外国人教育、国際理
解教育についての取組の実践発表と交流の場を設けた。

②教職員、幼児、保護者が多様な文化への理解を深めることで、多文化共生社会
への意識づくりが図られた。

③各園での取組を継続的に行い、教職員、幼児、保護者の交流がさらに広がるよ
う取り組んでいく。

門真市在日外国人教育推
進委員会と連携し、各園
における取組の実践交流
の場をさらに広げること
で、多文化共生教育の取
組を充実させていく。

継続的な取組を進めていることが理
解できる。できれば、実践発表の内
容を少し詳しく報告していただきた
い。
多文化共生教育は、地道に継続的に
取り組み必要性があるので、今後も
課題を見つけながら取り組んでいた
だきたい。

保
育
幼
稚
園
課

69

14多文化共生の観点
から、門真市在日
外国人教育推進協
議会と連携し、幼
稚園や学校などに
おいて、在日外国
人教育、国際理解
教育を進めます。

施策2 多様な文化
への理解と
交流を進め
る

①国際理解
教育の推進



基本目標②

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

②異文化に
対する理解
を促進する
教育の充実

自国の文化や異文
化に対する理解を
深めるため、市内
在住の中学生に対
し、国際交流など
の機会を提供しま
す。

門真市と世界を舞台に活
躍する人材を育成するた
め、英語プレゼンテー
ションコンテストを開催
するとともに、中学生海
外派遣研修代替研修を実
施する。

①プレゼンテーションコンテストについては、一次審査、二次審査を通過した17
名の中学１・２年生によるプレゼンテーションの結果、最優秀賞１名、優秀賞８
名、及び奨励賞８名を選出した。８月にR元・２年度の最優秀賞及び優秀賞受賞
者合同で、海外派遣研修代替研修を日本国内において実施予定だったが、新型コ
ロナの影響により３月末に延期となった。

②プレゼンテーションコンテストについて、公立中学校１・２年生の応募者数は
607名、応募率は37.2％となった。

③引き続き、プレゼンテーションコンテストの応募者が増加するように努めた
い。

門真市と世界を舞台に活
躍する人材を育成するた
め、英語プレゼンテー
ションコンテストを開催
するとともに、中学生海
外派遣研修を実施する。

コロナ禍の影響の基、様々な配慮を
しながらコンテストを実施されたこ
とはとても評価できる。
今後もプレゼンテーションコンテス
トを通じて、自国の文化の再発見や
異文化に対する理解を深められるよ
う取り組みを進めてもらいたい。 学

校
教
育
課
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③国際交流
活動の促進

多様な文化を持つ
市民が参画でき
る、国際交流活動
のための取り組み
を促進します。

新型コロナの状況をみな
がら、引き続き（公財）
大阪府国際交流財団や他
市の取り組みについて情
報収集を行うとともに、
時代の潮流に合った交流
事業の検討に努める。

①新型コロナ感染拡大の影響を考慮し、大阪府などが開催する会議には不参加。インター
ネットを通じて、外国人材の受入れ・環境整備などについて情報収集を行った。
また、市内で国際交流事業を開催する実行員会に対し、要綱にもとづき補助金を交付した。
本事業では、例年、児童、教職員、地域住民など約350人が集まり、さまざまな国や地域の
文化、民俗芸能の発表が行われるが、新型コロナ感染拡大防止のため、去年度に引き続き今
年度も規模を縮小し開催された。

②国際交流事業が実施されたことにより、多文化を受容し、共生しようとする心が多くの児
童で育てるとともに、地域の国際化が継続的に進められた。

③国際交流事業実行委員会への補助金交付のほかに、市による具体的な交流事業が特にな
い。

新型コロナの状況をみな
がら、引き続き公益財団
法人大阪府国際交流財団
や他市の取り組みについ
て情報収集を行うととも
に、時代の潮流に合った
交流事業の検討に努め
る。

改善点にもあるように、具体的な市
の交流事業がないことは、とても寂
しい。国際交流活動の取り組みを促
進するためにも、市が積極的に事業
を進めるよう検討してほしい。

魅
力
発
信
課

71



基本目標③

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

大阪府等関係機関
と連携し、「男女
雇用機会均等法」
や「女性活躍推進
法」の周知啓発を
進めるほか、セミ
ナーを開催し、情
報提供に努めま
す。

「男女雇用機会均等法」
「女性活躍推進法」を周
知啓発するため、HPに
特集記事を掲載するほ
か、セミナーを開催する
等、情報提供に努める。

①国等から届いた、働く母親に役立つチラシや男女の雇用に関するチラシを
WESSに配架した。市HPには国の取り組みページ（外部リンク集）を新設し、
女性活躍に関するページへのリンクも設けた。

②WESS入口外側のラックにチラシを配架したことで、通りすがりの人にも見や
すくなり、周知啓発効果を高めることができた。

③法や制度は変わることもあるので、最新の情報を常に届けていくよう心掛ける
必要がある。

国等から届く雇用や女性
活躍に関するチラシ・パ
ンフを継続して配架する
とともに、効果的な周知
方法を検討する。

適切に推進をいただいていると思い
ます。SNSやオンラインセミナーな
どの活用も検討されてはいかがで
しょうか。

人
権
市
民
相
談
課

72

市民に対し、男女
雇用機会均等法や
職場における待遇
など、男女共同参
画を推進するため
の労働関係法令の
趣旨や内容につい
て、国や大阪府等
関係機関との連携
により啓発を進め
ます。

関係法令の趣旨・内容が
記載されたチラシ・パン
フを市施設等に配架し、
また、広報紙やHP等を
活用し、制度の概要や関
係機関が実施する各講
演・セミナーを紹介し、
周知等を図る。

①関係機関からの法令の趣旨・内容が記載されたチラシ・パンフレットを配架
し、労働関係法令や働き方改革関連法の市民への周知啓発を行った。

②チラシ・パンフレットの配架による周知にとどまった。

③関係機関と連携を強化し労働関係法令や制度に関する啓発に努める。

関係法令の趣旨・内容が
記載されたチラシ・パン
フレットを市施設等に配
架し、また、広報紙や市
HPを活用し、制度の概
要や関係機関が実施する
各講演・セミナーを紹介
し、周知を図る。

適切に推進いただいていると思いま
す。引き続きよろしくお願いしま
す。

産
業
振
興
課

73

ハローワークと連携し、
研修を行うとともに、企
業に的確な情報提供が行
えるよう努める。

①例年、ハローワークと連携し、５月の新規学卒者説明会で人権啓発研修や１月
の企業トップを対象にした人権問題研修会を行っているが、前期は中止、後期は
動画配信となった。

②コロナ禍により連携した取り組みが困難であった。

③企業に対し、公正採用等の継続的またタイムリーな情報提供が行えるよう様々
な機会をとらえ、情報発信していく。

ハローワークと連携し、
研修を行うとともに、企
業に的確な情報提供が行
えるよう努める。

適切に推進いただいていると思いま
す。企業への情報提供は大切と思い
ます。

人
権
市
民
相
談
課

74

中小企業の経営者等を対象
とした「女性活躍推進セミ
ナー」を開催し、職場にお
ける女性活躍推進について
啓発に努める。また、同事
業において女性活躍推進の
ための制度改革や労務管理
に係る費用を一部補助する
ことで、職場慣行の見直し
等を促す。更に、商工会議
所をはじめ経営者団体と連
携し、事業者に男女間の格
差を解消するため、ポジ
ティブ・アクションの促進
に努める。

①女性雇用環境整備補助事業により、中小企業の経営者等を対象とした「女性活躍推進セミ
ナー」を開催し、職場における女性活躍推進への課題や具体策例を紹介し、啓発を行った。
また、同事業において女性活躍推進のための制度改革や労務管理に係る費用に対し、一部補
助を行う補助金メニューを設置し、事業者の活用を促した。
【女性雇用推進セミナー】
対象…市内に事業所を有する企業等（個人事業主を含む）の代表者、事業所の代表者、役
員、労務・人事管理責任者・担当者等
参加者…３名（男性１名・女性２名）

②女性雇用環境整備補助事業の実施により、女性活躍推進に対する啓発はできた。また金融
機関や商工会議所女性会と連携し事業者への周知を行った。

③商工会議所等関係機関と連携しつつ、事業者に対し制度・法令の周知・啓発に努める。

商工会議所等関係機関と
連携し、事業者に男女間
の格差を解消するため、
ポジティブ・アクション
の促進に努める。また、
門真市中小企業サポート
センターによるセミナー
を検討する。
※女性雇用環境整備事業
はR３年度をもって廃
止。

大切な取り組みと思います。合わせ
て、男女の働き方や意識が変化して
きていることについて企業や市民に
も伝えていくことも必要かと思いま
す。

産
業
振
興
課

75

15

事業者に対し、男
女格差を解消する
ための雇用管理上
の義務や職場慣行
の見直しなどにつ
いて、国や大阪府
等関係機関との連
携により啓発を進
めます。

②事業者に
対する労働
関係法令や
制度に関す
る啓発

施策

①市民に対
する労働関
係法令や制
度に関する
啓発

方
針
1
　
雇
用
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

就労の場で
の男女の理
解と認識を
深める

施策1



基本目標③

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

③男女共同
参画を実践
する企業の
実践例など
の情報の提
供

男女共同参画を進
める大阪府内や市
内の企業の実践例
などについて、大
阪府等関係機関と
の連携により情報
提供を進めます。

引き続き、出産や育児等
で離職し再就職を希望す
る方を対象とした「かど
ママ就活サポート」を
WESSで実施し、男女共
同参画を進める市内企業
の職場体験を行う。ま
た、職場体験協力企業の
実践例等を広報紙やHP
で情報提供していく。

①10月～11月にかけて、かどママ就活サポート講座を全６回開催し、延べ31名
が参加した。職場見学では、ホテル東横イン門真市駅前や、イオン古川橋店を見
学した。職場見学時の記事を作成し、広報紙「フォトニュース」に講座内容を掲
載した。

②講座開催後、２名の参加者が就職できた。

③出産や育児等で就職に悩む人をサポートするセミナーを今後も企画する必要が
ある。

WESSセミナーにおい
て、子育てがひと段落つ
いた人等の再就職を支援
するセミナーを企画・開
催する。

素晴らしい取り組みと思います。引
き続き推進いただければと思いま
す。

人
権
市
民
相
談
課

76

男女間の格差の解消を進
めるため、ポジティブ・
アクションの実施や女性
活躍推進についての啓発
資料等の情報提供に努め
る。

①市HPで女性の活躍・両立支援サイト（厚労省委託事業）を紹介し、市内企業
の行動計画やポジティブ・アクションなどの取組を見ることが出来るほか、内閣
府男女共同参画局発行の「共同参画」を女性サポートステーションに配架するこ
とにより、ポジティブ・アクション実施についての啓発活動を行った。また、
「かどま女性活躍の職場づくり」～市内５社の取組事例集～を玄関口ラックに配
架し、女性活躍推進の啓発に努めた。

②HPにサイトへの紹介や玄関口の取りやすい場所に資料を配架したことでより
多くの人に情報提供できた。

③更に広く情報提供ができるよう、工夫する。企業が関心示すような研修を行
う。

男女間の格差の解消を進
めるため、ポジティブ・
アクションの実施や女性
活躍推進についての啓発
資料等の情報提供に努め
る。

素晴らしい取り組みと思います。引
き続き推進いただければと思いま
す。

人
権
市
民
相
談
課

77

女性雇用環境整備事業によ
り、女性が働きやすい環境
を整備する企業に補助を実
施することで、企業のポジ
ティブアクション促進に努
める。また、商工会議所を
はじめ経営者団体と連携
し、事業者に男女間の格差
を解消するため、ポジティ
ブ・アクションの促進に努
める。

①女性雇用環境整備補助事業により、中小企業の経営者等を対象とした「女性活躍推進セミ
ナー」を開催し、女性雇用における法令・制度に関する周知・啓発を行い、男女格差を解消
を働きかけた。また、同事業において女性活躍推進のための制度改革や労務管理に係る費用
に対し、一部補助を行う補助金メニューを設置し、企業のポジティブ・アクションの促進に
努めた。
【女性雇用推進セミナー】
対象…市内に事業所を有する企業等（個人事業主を含む）の代表者、事業所の代表者、役
員、労務・人事管理責任者・担当者等
参加者…３名（男性１名・女性２名）

②女性雇用環境整備補助事業の実施により、女性が働きやすい環境を整備する企業に補助を
行うことで、企業のポジティブアクション促進に寄与できた（３事業者に対し補助金交
付）。また金融機関や商工会議所女性会と連携し、事業者への同事業の周知を行った。

③商工会議所等関係機関と連携しつつ、事業者に対し制度・法令の周知・啓発に努める。

商工会議所等関係機関と
連携し、事業者に男女間
の格差を解消するため、
ポジティブ・アクション
の促進に努める。また、
門真市中小企業サポート
センターによるセミナー
を検討する。
※女性雇用環境整備事業
はR３年度をもって廃
止。

経営者自ら雇用を考える機会を作る
ことがとても重要と思います。引き
続き推進ください。

産
業
振
興
課

78

⑤女性の商
工業や農業
などにおけ
る技術・経
営管理能力
の向上

商工業や農業など
に従事する女性の
技術や経営能力向
上のため、大阪府
等関係機関との連
携により情報提供
を進めます。

女性従事者のニーズに
合った、効果的な講座等
の情報提供に努める。

①国や大阪府等からの技術向上・資格取得、講座等の情報チラシ・パンフレット
の市施設への配架による情報提供に努めた。

②チラシ・パンフレットを配架し情報提供を行った。

③大阪府等の関係機関と連携し、情報提供に努める。

女性従事者のニーズに
あった、効果的な講座等
の情報提供に努める。

女性のニーズを踏まえることは重要
と思います。様々な課題や期待があ
ると思いますので引き続き推進いた
だければと思います。

産
業
振
興
課

79

④企業にお
けるポジ
ティブ・ア
クションの
促進

企業に対し、男女
格差を解消するた
めのポジティブ・
アクションの実施
について、国や大
阪府等関係機関と
の連携により働き
かけます。



基本目標③

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

相談体制の充実を図ると
ともに、就労や起業に関
する情報提供を行う。
引き続き、出産や育児等
で離職し再就職を希望す
る人を対象とした「かど
ママ就活サポート」を
WESSで実施する等、女
性の再雇用支援を行う。

①WESS入口付近で求人貼紙を見ている人がいた際は、積極的に声掛けをした。
10月にはWESSセミナー「私らしく起業入門」を開催し、11名が参加した。
10月～11月にかけて、かどママ就活サポート講座を全６回開催し、延べ31名が
参加した。

②かどママ就活サポート講座の参加者のうち２名が就職できた。

③WESSセミナーや就労相談等で、引き続き支援していく必要がある。

WESSセミナーにおい
て、子育てがひと段落つ
いた人等の再就職を支援
するセミナーを企画・開
催する。

講座を通じて、就職に繋がったこと
は大きな成果と認められる。まだま
だ再就職を希望される方は多くいる
と考えられるので、引き続き丁寧な
支援を続けていくようお願いした
い。 人

権
市
民
相
談
課

80

女性雇用環境整備事業に
より、女性が働きやすい
環境を整備する企業に補
助を行うことで環境整備
を促進し、女性の就業に
繋げる。また、就労相談
や女性の雇用を対象とし
たチラシ・パンフを市内
公共施設等に配置し、就
労相談・セミナー等の周
知に努める。

①女性雇用環境整備補助事業により、女性が働きやすい環境についてハード面、ソフト面を
整備する企業に補助を行い（３事業者に対し補助金交付）、女性が働きやすい環境整備の促
進に努めた。また、就職セミナー等のチラシ・パンフレットを配架し、周知に努めた。さら
に、門真市・守口市・守口門真商工会議所・ハローワーク門真と合同で実施した「合同企業
説明会・面接会」を実施した。
【合同企業就職説明会・面接会】
対象…求職者全般
来場者数…29名
応募者数…延べ35名

②女性雇用環境整備補助事業により、女性専用トイレの設置や企業内での研修費用に対し補
助を行うことで、女性が働きやすい環境整備が促進された。

③大阪府やハローワーク等関係機関と一層の連携を図り、再雇用の支援に努める。

就労相談や女性の雇用を
対象としたチラシ・パン
フレットを市内公共施設
等に配置し、就労相談・
セミナーの周知に努め
る。
※女性雇用環境整備事業
はR３年度をもって廃
止。

市役所と商工会議所などがいっしょ
になって合同企業説明会・面接会を
実施したことはとても評価できる。
今後も女性雇用へ繋げるためにも続
けてほしい。
女性雇用環境整備補助事業が昨年度
で廃止されることは、とても残念だ
が、それに代わる支援を検討し、実
施してほしい。

産
業
振
興
課

81

育児休業制度の概要啓発
を行うほか、育休後セミ
ナーを開催する等、育児
休業取得者や育休取得希
望者の支援に努める。

①育児休業制度に関するチラシ・パンフレットをWESSに配架した。また、市立
図書館から働く女性に関する書籍を借り入れ、WESS内で読めるようにした。

②働く母親向けのチラシも併せて配架し、周知に努め、子ども連れで来館した女
性が気になる書籍を手に取るようになった。

③配架以外の効果的な周知方法を検討する必要がある。

チラシ・パンフレットの
配架以外の効果的な周知
方法を検討する。

育児休業制度についての周知啓発に
ついて工夫をしていることが窺え
る。今後も育児休業制度が当事者の
みならず、事業者や周りの人に周知
できるように努めてほしい。

人
権
市
民
相
談
課

82

商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
に育児休業制度や関係法
令について、周知及び啓
発を図る。

①関係機関からの関連法令・制度等についてのチラシ・パンフレットを配架し、
周知に努めた。
　
②商工会議所等関係機関と連携した事業者への周知及び啓発を行った。

③商工会議所等関係機関と連携しつつ、制度の周知・啓発に努める。

商工会議所等関係機関と
連携し、事業者に育児休
業制度や関係法令につい
て、周知及び啓発を図
る。

育児休業制度が浸透していくには、
事業者への周知理解が不可欠である
だけに、チラシ・パンフレットの配
架のみならず、商工会議所等の講座
などで配付するなどもう少し踏み込
んだ提案をお願いしたい。

産
業
振
興
課

83

16

事業者に対し、
「育児休業取得者
に対する代替要員
の確保及び原職等
復帰を促進するた
めの助成金制度」
の利用について周
知し、労働者の就
労支援の促進を働
きかけます。

施策2 就労相談の実施や
再就職セミナーな
どの情報提供につ
いて、大阪府やハ
ローワーク等関係
機関との連携によ
り、女性の再雇用
の支援に努めま
す。

①女性の再
雇用の支援

②育児休業
取得者の職
場復帰など
の促進に関
する啓発

多様な働き
方への支援
を進める



基本目標③

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

①ワーク・
ライフ・バ
ランスの啓
発

仕事と生活の調和
の実現は、一人ひ
とりが望む生き方
ができる社会の実
現にとって必要不
可欠なため、市民
が理解を深められ
るように、啓発を
進めます。

ワーク・ライフ・バラン
ス啓発講座を開催するほ
か、リーフレットや書籍
の貸し出しによる情報提
供を行うことにより啓発
を進める。ワーク・ライ
フ・バランス啓発講座へ
の管理職の参加も促す。

①11月10日にワーク・ライフ・バランス啓発講座「がん治療と仕事の両立」を開催し、市
職員42名（男29名・女13名）、市民７名（男2名・女5名）が参加した。WESSの書籍貸
出（ワーク・ライフ・バランスに関する書籍も含む）において、棚卸と書籍リストの更新を
行い、市HPにも書籍貸出案内のページを新設した。広報紙にも書籍貸出案内記事を掲載し
た。ドーンセンター情報ライブラリーの図書案内もWESSに配架した。

②コロナ禍にもかかわらず、対面でワーク・ライフ・バランス啓発講座を開催することがで
き、参加者同士で意見を交わす時間も設ける等、効果的な講座を開催できた。WESSの書籍
貸出案内を広報紙に掲載したことで、借りに来る人が増加した。

③ワーク・ライフ・バランス啓発講座に市民の参加がもっと増える取り組みを検討する必要
がある。

ワーク・ライフ・バラン
ス啓発講座を、より多く
の家庭に周知できるよう
にする。

毎年実施されているワーク・ライ
フ・バランス啓発講座は、仕事と生
活を考えていく上で大切な内容を取
り入れて構成されており、評価でき
る。如何せん、せっかくの講座であ
りながら、市民の参加が少ないのが
残念で他ならない。改善点にも書か
れているように、市民の参加がもっ
と増える取り組みを是非検討し、多
くの市民が参加されることを期待す
る。

人
権
市
民
相
談
課

84

長時間労働等の職場環境
と働き方の見直し等、労
働時間に関する基本的な
考え方のリーフレットや
厚生労働省のHP記事を
活用し、事業者に働きか
けるとともに、実施状況
の把握に努める。

①国等が作成した労働時間等に関するリーフレットをWESSに配架した。市HP
に、国の取り組みページ（外部リンク集）を新設し、ワーク・ライフ・バランス
に関するページへのリンクを設けた。

②国等のリーフレットについてはWESSの入口付近に平置きし、より手にとって
もらえるよう配慮した。

③リーフレットの配架以外に取り組めていない。

リーフレットの配架以外
の効果的な啓発方法を検
討する。

市のホームページにワーク・ライ
フ・バランスに関するページへのリ
ンク先を設けたことは、周知効果を
高めるうえで、とても評価できる。
今後は、働き方を考えるきっかけ作
りとして、リーフレットの配架以外
の取り組みを検討し、実施してほし
い。

人
権
市
民
相
談
課

85

商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
にワーク・ライフ・バラ
ンス等について啓発を図
る。

①市施設内に働き方改革関連法への対応やワーク・ライフ・バランス、時間単位
の年次有給休暇制度導入を促進するチラシ・パンフレットを配架し、周知に努め
た。また、働き方改革対応相談窓口である「大阪働き方改革推進支援・賃金相談
センター」について、配架による周知を図った。
　
②市HP、チラシの配架により周知ができた。

③商工会議所等関係機関と連携し、啓発に努める。

商工会議所等関係機関と
連携し、事業者にワー
ク・ライフ・バランスに
ついて啓発を図る。

商工会議所等関係事業者へのワー
ク・ライフ・バランス等の理解をし
ていただくには様々な課題が考えら
れるだけに、商工会議所等と連携し
て、根気よく啓発に努めてほしい。

産
業
振
興
課

86

労働局、大阪府、財団法
人の作成する啓発パンフ
レットやHPの情報を利
用し、労働者に対して最
新情報を積極的に提供し
ていく。また、啓発方法
の充実に努める。

①府が作成した育児・介護と仕事の両立のための応援ガイドブックや、国の「仕
事と育児カムバック支援サイト」のチラシをWESSに配架した。

②改定版が届いた際は速やかに差し替える等、最新の情報提供に努めた。

③配架以外に取り組めていない。

配架以外の効果的な啓発
方法を検討する。

ワーク・ライフ・バランスの理解を
深めていくことは、難しいことと考
えられるが、まだまだWESSの認識
も低いと考えられることから、その
周知に併せて、関係機関等へ働く女
性がもっと育児休暇や介護休暇が取
得できるように周知啓発を進めてい
ただきたい。

人
権
市
民
相
談
課

87

17

18

②労働時間
短縮に向け
た啓発

①育児・介
護休業制度
の普及啓発

事業者に対し、長
時間労働などの働
き方の見直しをは
じめ、仕事も家庭
も充実できる職場
環境づくりについ
て、関係機関など
と連携し、啓発を
進めます。

労働者が育児休業
や介護休業などを
取得することの理
解や協力を得るた
め、子育て期間中
の短時間勤務や子
どもの看護休暇、
父母ともに育児休
業制度を取得する
場合の休業可能期
間の延長（パパ・
ママ育休プラス）
などの制度につい
て、関係機関との
連携により啓発を
進めます。

施策1

施策2

仕事と生活
の調和
（ワーク・
ライフ・バ
ランス）に
ついての考
え方を広く
普及する

方
針
2
　
仕
事
と
家
庭
生
活
、
地
域
活
動
の
両
立
支
援

仕事と子育
て・介護と
の両立がで
きるよう、
環境整備を
進める



基本目標③

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

育児・介護に関する両立
支援制度について市民・
庁内関係課へチラシ等を
配布し情報提供に努め
る。

①市施設内にチラシ・パンフレットを配架し、周知に努めた。

②チラシ・パンフレットの配架により来庁者等への周知、啓発できた。

③関係機関と連携し、制度の普及啓発に努める。

育児・介護に関する両立
支援制度について市民・
庁内関係課へチラシ・パ
ンフレットを配布し情報
提供に努める。

ワーク・ライフ・バランスの理解を
深めていくことは、難しいことと考
えられるが、関係機関等へ働く女性
がもっと育児休暇や介護休暇が取得
できるように周知啓発を進めていた
だきたい。

産
業
振
興
課

88

育児や介護のための両立
支援制度概要等の推進に
関する情報提供を進める
とともに、事業者の実践
状況の把握に努める。

①大阪府が発行する「ワーク・ライフ・バランス」のリーフレット等で育児・介
護の両立支援制度や労働条件等を情報提供したほか、HPで女性の活躍・両立支
援サイト（厚労省委託事業）を紹介し、全国の企業が実施している取り組みにつ
いて周知した。

②育児や介護のための両立支援制度についてリーフレットやHP、講座等で広く
啓発を行うことができた。

③関係課と協力し、ワーク・ライフ・バランスの重要性を事業者・労働者双方に
対し効果的に啓発する方法を検討するほか、男性の育休や介護休暇取得状況等、
事業者の実践状況について把握に努める。

育児や介護のための両立
支援制度概要等の推進に
関する情報提供を進める
とともに、事業者の実践
状況の把握に努める。

事業者に対して、ワーク・ライフ・
バランスの理解を深めていくこと
は、課題もあり、難しいことと考え
られるが、関係機関等へ働く人すべ
てがもっと育児休暇や介護休暇が取
得できるように周知啓発を進めてい
ただきたい。

人
権
市
民
相
談
課

89

商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
に育児休業・介護休業等
の制度について、周知・
啓発を図る。

①関連法令・制度等についてのチラシ・パンフレットを配架し、労働時間等の基
本的な考え方の情報提供を行った。

②商工会議所等関係機関と連携した事業者への周知及び啓発を行った。

③商工会議所等関係機関と連携しつつ、制度の周知・啓発に努める。

商工会議所等関係機関と
連携し、事業者に育児休
業・介護休業等の制度に
ついて、周知・啓発を図
る。

労働時間等の基本的な考え方を事業
者へ伝えていくことは、とても重要
であることから、チラシ・パンフ
レットの配架のみならず、もう少し
踏み込んだ内容の検討を望む。

産
業
振
興
課

90

③保育サー
ビスなどの
充実

共働き世帯などの
働く親の仕事と子
育てとの両立を支
援し、子どもの健
やかな成長を支援
するため、保育所
における延長保育
や一時預かりなど
のサービス、病児
保育、放課後児童
クラブの充実に努
めます。

子ども・子育て支援事業
計画に基づき、市民ニー
ズに即した子育て支援施
策の供給体制の構築を図
る。

①子ども・子育て支援事業計画の目標に基づき、事業の拡充に努めた。

②これまでの供給体制の構築により、今年度においては年間を通じて待機児童の
解消が実現した。

③現在の供給体制を維持するとともに、多様な子育てサービスの拡充に向け、市
全体で取り組みを進めていく必要がある。

子ども・子育て支援事業
計画に基づき、市民ニー
ズに即した子育て支援施
策の供給体制の構築を図
る。

待機児童の解消が実現したことは、
とても素晴らしいことで、大きく評
価できる。今後も改善点にもあるよ
うに、現在の供給体制を維持しなが
ら、内容の充実に努めていただきた
い。 保

育
幼
稚
園
課

91

②事業者に
対する男性
の育児休
業、介護休
業取得に向
けた働きか
け

事業者に対し、子
育ての社会的役割
の重要性や家庭に
おける男女の共同
責任について認識
を浸透させるとと
もに、育児休業や
介護休業制度など
の男性の利用促進
を働きかけます。



基本目標③

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

④介護サー
ビスなどの
充実

介護を必要とする
高齢者を抱え、仕
事との両立を図ろ
うとする家庭に対
し、介護保険制度
に関する情報提供
の充実を図り、介
護サービスの効果
的な提供支援を通
じて、介護が個
人・家族の責任か
ら社会の責任とし
て定着するように
努めます。

今後も高齢者数及び高齢
化率の上昇が見込まれる
ため、適切な要介護認定
及び保険給付のみなら
ず、家族介護者の支援や
介護の予防についても重
点的に進める。

①家族介護者は一日中介護に向き合うため、社会的に孤立している、あるいは介護負担によ
りストレスが増大している状況にある。そのため、地域包括支援センターが家族介護者向け
に必要な介護情報を伝える家族介護教室の開催や家族介護経験者同士の情報交換などを含め
た交流会の立ち上げを行っている。加えて、自立支援・重度化防止を目的として、通所型
サービスC事業の利用を促進し、高齢者が元気だった元の生活に戻れるように支援をしてい
る。

②家族介護教室や交流会により、家族介護者が社会的孤立を防ぎ、介護負担の軽減につな
がっている。通所型サービスCに関して、利用者の多くが元気だった元の生活に戻ることが
できた。

③家族介護教室や交流会に参加する家族介護者の顔ぶれに変化がないため、周知に力を入れ
ていきたい。通所型サービスCに関しても、周知が十分でなく、お世話をしてほしいと思っ
ている高齢者も多く、元気だった元の生活に戻るために介護サービスを利用するという合意
を得ることが難しく、利用者数が増えていない。

通所型サービスCについて市
民だけでなく、ケアマネ
ジャーや民生委員等に周知
を行い、自立支援・重度化
防止を行い、対象者の心身
の状態が改善あるいは維持
ができるように努めると同
時に、家族の介護負担が少
しでも軽減できるように家
族介護教室や交流会につい
て、さらなる周知を行う。

家庭介護者の孤立を防ぐためにも、
地域包括支援センターの役割は非常
に重要であり、頑張って頂いている
ことが良くわかる。
今後も家庭介護者の社会的孤立に向
けて、地域包括支援センターの周知
も含めて、啓発活動を進めていただ
きたい。民生委員児童委員への活動
内容の報告や説明を通じて、周知す
る方法なども検討してほしい。

高
齢
福
祉
課

92



基本目標④

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

①性と生殖
に関する健
康と権利
（リプロダ
クティヴ・
ヘルス／ラ
イツ）に関
する啓発

女性の人権とし
て、性と生殖に関
する健康と権利
（リプロダクティ
ヴ・ヘルス／ライ
ツ）の正しい概念
を周知します。

リプロダクティヴ・ヘル
ス／ライツとは何かを
知ってもらうため、広報
紙やHPを利用した啓発
を行うとともに、関係部
署と協議を行い、関係す
る身の回りの問題と絡め
ながら、効果的な周知方
法を検討・研究し啓発に
努める。

①３月の「女性の健康週間」に合わせて、広報紙と市HPに啓発記事を掲載し
た。庁舎の電光掲示板では啓発チラシの画像を放映し、WESSではチラシも配架
した。２月のWESSセミナー参加者にもチラシを配布し、リプロダクティブヘル
ス／ライツについて説明を行った。

②市HPの掲載内容を見直し、概念の説明だけでなく、各種相談先も追記し、充
実した内容を周知啓発することができた。

③２月WESSセミナー参加者の中で、概念を知る人が一人もいなかったことか
ら、用語・概念の啓発が不十分だと考える。

リプロダクティブヘルス
／ライツの理解を深めて
いくため、WESSセミ
ナー等において、周知啓
発を行う。

WESSセミナーの実施やチラシの配
布など、積極的な取り組みを評価す
る。
リプロダクティブヘルス・ライツの
概念がメディアに取り上げられて長
い年月が経つが、今なお社会での認
知度が低いのは残念である。
女性の人生が安全で豊かになるため
に大切な権利である。 関心と理解
を持ちやすい啓発を期待する。

人
権
市
民
相
談
課

93

引き続きチラシやポス
ター等を通して啓発に努
めるとともに、依頼があ
れば学校等においても健
康教育を行う。

①新型コロナの拡大状況もあり、中学校からは性教育の依頼はなかった。保健福
祉センター内において、チラシの設置やポスターの掲示を行った。

②正しい知識の普及啓発に努めた。

③コロナ禍で中学校へ出向いて性教育を行うのが難しい場合の普及啓発について
検討する必要がある。

引き続きチラシやポス
ターなどをとおして啓発
に努めるとともに、依頼
があれば学校などにおい
ても健康教育を行う。

新型コロナの現状では、今後も学校
での出前授業が困難だと思われる。
現在はSNS介して、誤った性のあり
方が広く拡大する危険性をはらんで
いる。
正確でわかりやすく、関心を引く教
材の創出と、様々な手段を駆使した
啓発に期待する。
子供が関心を持てる内容は、大人に
とっても魅力的で説得力がある。
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大阪府の「性の多様性に
関する理解増進条例」等
に基づき、性に関する価
値観のちがいを認め合う
意識を児童・生徒に育む
ために、外部講師を招聘
する等工夫をし、継続的
に取り組みを進めてい
く。

①各校において「性の多様性」に関する学習を実施した。当事者の方や助産師の
方を外部講師として招聘し、「性の多様性」に関する講演を実施した。（小学校
１校・中学校１校）
また、学校生活の中でも「性の多様性」を意識した、集団づくりや環境づくりに
取り組んでいる。

②コロナ禍において、各校で実施時期の調整等をしながら、工夫して児童・生徒
の発達段階に応じた性の尊重に関する学習を推進できた。

③性に関する意識や価値観が多様化する中、大阪府の「性の多様性に関する理解
増進条例」を踏まえ、児童・生徒が性の多様性を尊重する意識や態度を育む取組
を、引き続き行う必要がある。

大阪府の「性の多様性に
関する理解増進条例」等
に基づき、性に関する価
値観のちがいを認め合う
意識を児童・生徒に育む
ために、外部講師を招聘
する等工夫をし、継続的
に取り組みを進めてい
く。

コロナ禍での積極的な取り組みを評
価する。
不安定な社会が続くと、性の多様性
よりも極端な考え方や、性の独占、
支配などが復活する危険性が生じ
る。
映像社会での性被害がとり上げられ
るようになった。
性の問題を人権問題として、創意工
夫された取り組みに期待する。

学
校
教
育
課
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③男女の健
康に関する
啓発

男女の健康に関す
る啓発について、
生活習慣病予防教
室や骨粗しょう症
予防教室などを開
催し、広報紙など
を活用し、市民が
受講しやすい内容
に努めます。

コロナ禍における食育ボ
ランティアのありかたを
検討し、市民と一緒に健
康づくりに取り組む。

①新型コロナ感染拡大により、食育ボランティアの養成講座は実施しなかった。

②食育ボランティアの活躍の場を増やすことはできなかった。

③コロナ禍での教室開催、食育ボランティアの参加方法などを検討していく必要
がある。

コロナ禍における食育ボ
ランティアのありかたを
検討し、市民と一緒に健
康づくりに取り組む。

コロナ社会では、どの現場において
も従来のプログラムが実施できない
という声が上がっている。
発想の転換と伝え方との創出が不可
欠になる。
困難をチャンスに変えて、従来にな
い新たなプログラム内容と伝え方へ
のチャレンジを期待する。

健
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性と生殖に関して
健康であることの
重要性や性感染
症、HIV／エイズ
などに関する正し
い知識の普及啓発
を進めます。

19

②性の尊重
に関する教
育の推進

施策

方
針
1
　
生
涯
を
通
じ
た
男
女
の
健
康
支
援

施策1 生涯を通じ
男女が健康
を保持・増
進できるよ
う、心身の
健康に関す
る啓発・教
育を進める



基本目標④

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

④飲酒、喫
煙、薬物乱
用防止対策
などの推進

医師会や保健所な
どの関係機関、学
校、家庭、地域な
どとの連携によ
り、飲酒、喫煙、
薬物乱用防止対策
に努めます。

保健所や医師会等の関係
機関との連携を図りなが
ら、健康の保持等の周知
啓発に努める。

①前年度に引き続き、妊娠届出時の助産師等による面接において、喫煙している
妊婦とそのパートナーに向けて、禁煙指導をおこなった。また、妊娠中期・後期
に妊娠届出にて妊婦が喫煙している方を対象に、電話にて喫煙状況を聞き取り、
喫煙されている妊婦に対して禁煙指導を実施。出産後は、健診時のすこやかアン
ケートを活用し、喫煙している養育者に向けて、禁煙指導や禁煙外来の情報提供
を行った。

②喫煙者だけではなく、受動喫煙を避けるような指導や情報提供を心掛け、たば
この害についての周知を実施した。

③コロナ禍で健康展などの場での健康保持・増進に関する情報提供を実施できな
かったため、対策を講じる必要がある。

保健所や医師会などの関
係機関との連携を図りな
がら、健康の保持等の周
知啓発に努める。

コロナ禍での継続した取り組みを評
価する。
コロナにより社会全体でストレスが
高い状況が続き、個々人にも大きな
影響を与えている。
退職、失職、時短、仕事の変化など
の不安が健康を損なう行動につなが
るケースが多いと思われる。
パートナーがいると、自分のストレ
スに加え、パートナのストレスの受
け皿になっている場合が多い。さら
なる情報提供と援助に期待する。
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①妊娠や出
産などに関
する健康支
援

飛び込み出産の防
止や妊娠高血圧症
候群、貧血の早期
発見など、妊婦の
健康の保持・増進
を図るため、妊婦
健康診査の周知と
受診の促進を図り
ます。また、相談
や乳幼児健診、訪
問活動など、母子
の健康の保持・増
進を図ります。

母子健康手帳の交付時に妊
娠・出産に関する専門性の
高い助産師等による全数面
接を行い、妊婦健診の受診
勧奨及び妊婦の相談等にも
対応する。また、「門真市
子育て世代包括支援セン
ターひよこテラス」を充実
させ、妊娠期から子育て期
まで切れ目なくサポートで
きる体制を整える。

①前年度に引き続き、母子健康手帳の交付時に助産師等による全数面接を実施。「門真市子
育て世帯包括支援センターひよこテラス」の相談体制として、「地域子育て支援センター
ひよこる～む」と連携し、「赤ちゃんのつどい（のびのび）」を年間4回開催（新型コロナウ
イルス感染拡大状況の為、4～9月と２月～中止）。助産師が養育者の相談に応じるととも
に、その内容を地区の担当保健師へ引き継ぎ、支援の継続に努めた。

②コロナ禍で面接時間は短縮されたが、全数面接は前年度に引き続き実施ができた。
また「赤ちゃんのつどい（のびのび）」は36人中10人が継続利用され、支援を必要とする
母子への切れ目ないサポートのための相談支援体制が取れた。

③引き続き助産師等による全数面接から、支援が必要なケースには早期に地区担当保健師の
介入につなげる。また、より個別的な支援を行うため、面接時に母と共有するほほえみプラ
ンの改訂が必要である。

母子健康手帳の交付時に妊
娠・出産に関する専門性の
高い助産師等による全数面
接を行い、妊婦健診の受診
勧奨及び妊婦の相談などに
も対応する。
また、「門真市子育て世代
包括支援センターひよこテ
ラス」の相談体制を充実さ
せ、妊娠期から子育て期ま
で切れ目なくサポートでき
る体制を整える。

「初めての妊婦で不安…」「育児っ
て大変、イライラする…」「パパも
育児参加したいけど…」等、妊婦期
から子育て期までの心配事、悩みご
とを1人で悩まず、気軽に相談でき
る体制をより一層充実させていただ
きたい。 健

康
増
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課
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②乳幼児期
からの食育
の推進

健康づくりの基礎
となる乳幼児期
に、適切な食習慣
の確立や食を通じ
た豊かな人間性の
構築、家族の関係
づくりなどを深め
るため、食生活の
重要性について、
総合的な食育の推
進を図ります。

「門真市健康増進計画・
食育推進計画」の推進体
制を充実させ、計画の進
捗管理に取り組む。ま
た、コロナ禍でもできる
相談等を充実させる。

①新型コロナ拡大防止の観点から、食育啓発の場を直接持つことができなかった
が、健診などでのチラシ配布等の啓発を行った。

②コロナ禍の中、健診や個別相談での対応で、食育啓発を行った。

③門真市健康増進計画・食育推進計画の推進体制を充実させ、計画の進捗管理に
取り組む。

門真市健康増進計画・食
育推進計画の推進体制を
充実させ、計画の進捗管
理に取り組む。また、コ
ロナ禍の中でもできる相
談等を充実させる。

コロナ禍の折、すべての人が見ると
は限らないが、広く周知してもらう
ために、SNS、ライン等を活用し、
“食育”の啓発を図ってみてはどう
か。
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③成人・高
齢期におけ
る健康づく
りの推進

死因や要介護認定
の原因疾患の男女
の違いなどを踏ま
え、がん検診の受
診や疾病に関する
正しい知識の啓発
を進めます。ま
た、心の健康相談
の充実に努めま
す。

引き続き、がん検診やその
他健診についての周知・受
診勧奨に努める。また、心
の問題など、適切な相談窓
口を紹介し充実した相談支
援を進める。がん検診にお
いて、引き続き、大阪府が
設定する重点受診勧奨対象
者に対する個別受診勧奨や
保育付きのがん検診等の取
り組みを行い、受診率を向
上させ、がんの早期発見・
早期治療をめざす。

①個別については４月より、集団については６月よりがん検診・一般健診を実施した。
乳がん・子宮がん検診については対象となる市民に無料クーポン券を送付し、府が設定する
重点受診勧奨対象者に個別通知（25～４４歳女性：子宮がん、５０～69歳女性：乳がん、
６０～６９歳男女：胃・大腸がん）を実施し、受診を促した。
受診率向上の取り組みとして、集団において保育付きの子宮がん検診を実施した。

②市民にとって身近な医療機関で健（検）診を受ける機会を設けることができた。また受診
率向上に向けた取り組みを行うことができた。

③こころの相談については積極的な周知ができておらず、引き続き保健所など関係機関・関
係各課との連携強化を図る必要がある。

引き続き、がん検診やその
他健診についての周知・受
診勧奨に努める。また、こ
ころの問題など、適切な相
談窓口を紹介し充実した相
談支援を進める。
がん検診において、引き続
き府が設定する重点受診勧
奨対象者に対する個別受診
勧奨や保育付きのがん検診
などの取り組みを行い、受
診率を向上させ、がんの早
期発見・早期治療をめざ
す。

“がん検診”は、受診率向上の取り
組みが窺える。今後もさらに充実を
図っていただきたい。”心の相談”
については、保健所、人権市民相談
課等、関係機関との連携を図りなが
ら、取り組んでいただきたい。
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20施策2 生涯各期に
応じた健康
対策を進め
る



基本目標④

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

市民の方々の期待も年々高
くなっている中で、来年度
以降においては、新たな種
目を追加する等、これまで
の取り組みより一層推進す
るとともに、市民の誰もが
それぞれのライフステージ
に応じたスポーツ・レクリ
エーション活動に参加する
機会の充実に努めていきた
い。

①門真市スポーツ少年団が主催する大会事業に対し補助金を交付した。また、門真市生涯ス
ポーツ推進協議会においては、年間を通してスポーツ・レクリエーション活動ができるきっ
かけつくりとして、スポーツ教室を年2回実施した（複数回計画するも新型コロナ対策のため
中止となった）。

②今年度は新型コロナのため多くの事業が中止になってしまったが、「門真市体育協会の競
技スポーツ教室」に関しては、卓球教室のみ開催することができ、例年の門真市卓球連盟に
加え、実業団チームクローバー歯科（スポンサー：スーパースポーツゼビオ、㈱VICTAS）
に協力いただける内諾をとっていたが、新型コロナのため同社の参加はできなくなったが、
スポンサー企業２社の協力をうけ、気軽に魅力あるスポーツに参加できるような事業を開催
できた。

③更なる参加者の増加をめざし、子どもから高齢者、障がい者など、誰もが気軽に参加でき
る運営方法を検討する。

市民の方々の期待も年々高
くなっている中で、来年度
以降においては、新たな種
目を追加することや新型コ
ロナ対策のために開催がこ
れまでできていなかったイ
ベントにおける映像による
PR等、これまでの取組よ
り、一層推進するとともに
市民の誰もがそれぞれのラ
イフステージに応じたス
ポーツ・レクリエーション
活動に参加する機会の充実
に努めていきたい。

生涯を通じ、健康づくりを意識した
運動の習慣づけをめざして、より多
くの市民が気軽に参加できる取り組
みを考えていただきたい。

生
涯
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介護予防を目的とした通
いの場（いきいき百歳体
操等）や高齢者の居場所
（サロン）の立ち上げを
支援し、閉じこもりがち
な高齢者の参加を促して
いく。コロナ禍におい
て、屋外で活動できるラ
ジオ体操の場を増やすよ
う支援を行う。

①地域包括支援センター、第２層生活支援コーディネーターによる通いの場やサ
ロンの立ち上げ支援を行っている。

②今年度新たに立ち上がった通いの場もあり、高齢者の外出機会の創出、健康づ
くりにつながっている。ラジオ体操を行う通いの場も新たに立ち上がった。

③新たに立ち上がった場も多いが、コロナウイルス感染症の影響により休止が続
く所が多く、感染予防対策がとれる開催方法の検討が必要。

介護予防を目的とした通
いの場（いきいき百歳体
操等）や高齢者の居場所
（サロン）の立ち上げを
引き続き行いながら、
ICTを活用した介護予防
活動や企業と連携した活
動も行いたい。

まん延防止等重点措置の解除に伴
い、グランドゴルフ・ゲートゴル
フ・卓球・ボッチャ体験等が市内各
施設、グランドで、感染予防対策を
取られたうえで、徐々に再開を予定
されています。高齢者の生き生きと
した活動の機会が増えていきますよ
うに、努めていただきたい。

高
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①ひとり親
家庭に対す
る支援

母子家庭等ひとり
親家庭の自立支援
を計画的に進めま
す。

「子ども・子育て支援計
画」に基づき、ひとり親
家庭を含めた総合的な子
育て支援への取り組みを
行う。母子・父子自立支
援員を中心に、来所者へ
柔軟に対応できる相談体
制の構築に努める。ま
た、他機関と連携しなが
らひとり親家庭の自立に
向けた支援を実施する。

①自立支援員によるひとり親自立支援相談を228件（2月末時点）実施した。ま
た、母子・父子自立支援員勉強会などに出席し、自立支援員の知識向上を図っ
た。
　
②自立支援教育訓練給付金が３件、高等職業訓練促進給付金事業が1４件の実績
があった（2月末時点）。給付金の対象者拡大により、申請数が増加している。
また、プログラム策定事業を行うことで、個々のニーズに合わせた就労支援を
行った。

③今後も引き続き自立支援員による相談業務等を実施するとともに、関係機関等
と連携することで、相談体制の充実に努める。

「子ども・子育て支援計
画」に基づき、ひとり親
家庭を含めた総合的な子
育て支援への取り組みを
行う。母子・父子自立支
援員を中心に、来所者へ
柔軟に対応できる相談体
制の構築に努める。ま
た、他機関と連携しなが
らひとり親家庭の自立に
向けた支援を実施する。

相談支援の充実と合わせて、自立の
ための訓練給付金の対象者を拡大し
たことは、コロナ禍にあって以前よ
り生活状況が厳しくなったひとり親
家庭を支援する意味で有効であり、
申請も増えていることは成果の表れ
である。ひとり親家庭の子どもが不
利益を被らないよう、今後も子育て
支援・親支援の充実に努めていただ
きたい。

子
育
て
支
援
課
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②高齢者に
対する支援

介護保険サービス
の提供を進め、地
域での自立した生
活を支援するため
の事業を推進しま
す。

地域包括支援センター・介
護保険事業者・高齢者に関
わる地域住民らと様々な会
議を通して、連携の強化を
行うと同時に、高齢者が自
立した生活を送るために高
齢者自身が意識づけできる
ような取り組みを行ってい
く。同時に、日常生活・総
合支援事業の建てつけを変
更することで、元気な高齢
者を増やす取り組みを行っ
ていく。

①地域包括支援センター・介護保険事業者・高齢者に関わる地域住民らとの連携
のため様々な会議を実施している。

②高齢者が自立して生活を送ることを目的とした内容で会議や周知等努めてい
る。自立支援につながる事業所の立ち上げ、介護サービスの提供等行っている。

③連携に努めているが、市民への周知が不足していると感じる。

地域包括支援センター・介
護保険事業者だけでなく、
市民への周知を強化し、高
齢者が自立した生活が送れ
るような支援体制について
知ってもらう。同時に地域
包括支援センター・介護保
険事業者の協力を得て、自
立支援に即したサービスの
提供を推進する。

高齢者が自立した生活が送れるよう
な介護サービスの提供の充実ととも
に、課題となっている市民への周知
については具体的な周知方法を検討
されたい。

高
齢
福
祉
課
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生涯を通じ、健康
づくりを意識した
運動の習慣づけを
めざし、啓発を行
うとともに、年代
や体力に応じたス
ポーツ活動を促進
します。

21

④健康づく
りを意識し
た運動習慣
の促進

方
針
2
　
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
抱
え
る
人
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備

施策1 困難な状況
に置かれた
人々の課題
解決のため
の支援を強
化する



基本目標④

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

③障がいの
ある児童に
対する支援

障がいのある子ど
もが、地域で社会
の一員として主体
的に生きる力を高
められるように、
関係機関などと連
携し、ライフス
テージに合った福
祉・保健・医療な
どを支援します。

第6期障がい福祉計画・第2
期障がい児福祉計画に基づ
き、障がい児通所支援を主
として、必要時の障がい福
祉サービス・地域生活支援
事業の利用を推進するとと
もに、障がいのある子ども
に対する適切な療育の提供
により、生活能力等の向上
や、その生活を支えること
により、保護者の負担も軽
減していく。

①1月時点での障がいのある子どものサービス利用状況は、障がい福祉サービス、地域生活支
援事業については減少傾向にあり、受給者証の発行数は、45人となっているものの、障がい
児通所支援については、サービスが創設されたH24年度以降増え続け、1月末時点で受給者
証の発行数は481人となっている。

②障がいのある子どもに対し、学校、事業所、市が連携し、障がい児支援利用計画に基づき
必要な療育の機会を提供するとともに保護者の負担軽減を行った。

③今後も療育を必要とする障がいのある子どもが適切な療育を利用できるよう、関係機関に
周知するとともに、市ホームページ及び福祉のしおり等でも継続して周知に努め、サービス
を利用しやすい環境作りに努めていく。

引き続き、第6期障がい福祉
計画・第2期障がい児福祉計
画に基づき、障がい児通所
支援を主として、必要時の
障がい福祉サービス・地域
生活支援事業の利用を推進
するとともに、障がいのあ
る子どもに対する適切な療
育の提供により、生活能力
等の向上や、その生活を支
えることにより、保護者の
負担も軽減していく。

今後も計画に基づいた取組を進め、
障がいのある児童に対する支援体制
をさらに充実させていただきたい。
周知については、障がいのある児童
およびその保護者が関わることが想
定されるあらゆる機関で行うことが
効果的である。

障
が
い
福
祉
課
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④障がいの
ある人に対
する支援

障がい福祉サービ
スの提供を進め、
地域での自立した
生活を支援するた
めの事業を推進し
ます。

第６期障がい福祉計画・
第２期障がい児福祉計画
に基づき、障がい福祉
サービス・地域生活支援
事業等の提供を行い、地
域生活支援拠点を活用
し、障がいのある人の自
立に向けた支援を継続し
て実施する。

①様々な障がいのある人に対し、障がい福祉サービス、地域生活支援事業のサー
ビスの提供を実施した。

②就労やグループホームの利用を希望する人に対し、引き続き福祉サービスによ
る就労訓練の機会の提供と共に、一般就労に向けた支援を行う。また、グループ
ホームの利用による自立した生活への支援を実施した。

③引き続き、市HP、福祉のしおり等で障がい福祉サービス、地域生活支援事業
について、継続して周知を行う。

引き続き、第６期障がい
福祉計画・第２期障がい
児福祉計画に基づき、障
がい福祉サービス・地域
生活支援事業等の提供を
行い、地域生活支援拠点
を活用し、障がいのある
人の自立に向けた支援を
継続して実施する。

今後も「第６期障がい福祉計画」の
実現に向けて支援体制を強化してい
ただきたい。

障
が
い
福
祉
課
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引き続き、生活困窮者自立
相談支援事業の実施によ
り、生活困窮に関する相談
を一元的に受け付ける窓口
として機能するとともに、
相談者に寄り添って自立に
向けた支援に努める。ま
た、生活困窮者就労準備支
援事業の利用者増加を目指
す。より早期に支援が開始
できるよう周知・啓発に努
めていく。

①コロナ禍で急増する生活困窮者に対する総合的な相談窓口として機能している。一人ひと
りに合わせた支援計画を作成し、各種貸付や制度を利用しつつ、自立にむけた伴走型の支援
を実施している。令和２年度に引き続き、住居確保給付金と生活福祉資金貸付の申請相談が
多かった。また、生活困窮者就労準備支援事業の利用者においても、手厚い就労支援を実施
している。

②昨年度に引き続き、住居確保給付金と生活福祉資金貸付の相談など、一人ひとりに合わせ
た支援策を検討し、支援を必要としている人に迅速に対応できた。

③困窮している人が、経済的、精神的に追いつめられてしまう前に支援を受けられるよう、
支援を必要としている人を迅速に把握できる地域づくりを進めるとともに、相談窓口の周知
に努める必要がある。就労準備支援事業についても、利用者が増えるよう、周知に努める必
要がある。

引き続き、生活困窮者自立
相談支援事業の実施によ
り、生活困窮に関する相談
を一元的に受け付ける窓口
として機能するとともに、
相談者に寄り添って自立に
むけた支援に努める。ま
た、生活困窮者就労準備支
援事業の利用者増加を目指
す。さらに、家計改善支援
事業の実施により、課題の
解決に向けた支援を行う。
より早期に支援が開始でき
るよう、周知・啓発に努め
ていく。

①について、支援件数や就労支援事
業利用者、就労支援により改善され
た件数等、数値による状況報告をし
ていただきたい。
②について、支援を必要としている
人は、迅速な具体的対応を最も求め
ていることから、ニーズにあった取
組として評価できる。

福
祉
政
策
課

107

福祉事務所内に設置した
ハローワークの常設窓口
と連携を図りながら、生
活困窮者（生活保護受給
者）のためのワンストッ
プ型サービスを提供し、
更なる自立支援体制の充
実に努め、就労に向けて
の支援体制の充実を図
る。

①課内に就労支援員等を配置及び福祉事務所内にハローワークの常設窓口を設置
し、生活困窮者（生活保護受給者）の自立支援を行った。（利用者延べ131人）

②就労支援員等を配置及び福祉事務所内にハローワークの常設窓口を設置したこ
とにより、生活困窮者（生活保護受給者）の自立の助長につながっている。

③市の実施する就労支援等事業と、福祉事務所内に設置したハローワークの常設
窓口との密な連携に努め、さらなる生活保護受給者の自立支援体制の充実を図
る。

福祉事務所内に設置した
ハローワークの常設窓口
と連携を図りながら、生
活困窮者（生活保護受給
者）のためのワンストッ
プ型サービスを提供し、
更なる自立支援体制の充
実に努め、就労に向けて
の支援体制の充実を図
る。

コロナ禍に入り三年目を迎えるが、
自立支援に向けた窓口を設置した結
果、就労件数はどのくらい増加して
いるのか。今後も就労に向けた支援
体制を強化していただきたい。ワン
ストップ型サービスは対象者にとっ
てわかりやすいサービスであり、今
後も継続されたい。 保

護
課
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生活が困窮してい
る人への相談や指
導・助言を行い、
自立に向けた支援
に努めます。

⑤生活が困
窮している
人に対する
自立支援



基本目標④

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

⑥就労困難
者に対する
就労支援

母子家庭の母や寡
婦、高齢者や障が
いのある人など、
就労が困難な人の
就労を促進するた
め、ハローワーク
等関係機関と連携
し、就労機会の確
保・拡大に努めま
す。

地域就労支援センターに
おいて、職業訓練等の情
報を提供するとともに、
ハローワークとのより一
層の連携強化を図り、ひ
とりでも多くの就職困難
者が就労できるように努
める。

①本庁舎内の地域就労支援センターにて週３日、就労相談を実施している。
【地域就労支援センター】
対象…障がい者、ひとり親家庭、中高年齢者など働く意欲がありながら就職が困
難な人
相談件数…１月末時点、延べ59件
相談者数…１月末時点、18名（男性12名・女性６名）

②地域就労支援センターにおいて、ハローワークからの職業訓練等の情報を提供
する等、連携できた。

③ハローワークとの連携をより強化し就労困難者に対して地域就労支援センター
による就労支援を継続して実施していく。

地域就労支援センターに
おいて、職業訓練等の情
報提供するとともに、ハ
ローワークとのより一層
の連携強化を図り、ひと
りでも多くの就職困難者
が就労できるように努め
る。

①について地域就労支援センターと
ハローワークの連携が進んでいるこ
とは評価できる。実際に就労に繋
がったケースの数や割合も示してい
ただきたい。

産
業
振
興
課
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⑦小地域活
動の推進

地域の高齢者や障
がいのある人、子
育て中の親子など
支援を必要とする
人々が住み慣れた
まちで安心して生
活できるように、
地域住民の参加と
協力による支え合
い、助け合いの取
り組み「小地域活
動」を推進し、地
域力の強化を図り
ます。

引き続き、門真市社会福
祉協議会が実施する小地
域ネットワーク活動に対
し補助金を交付するとと
もに、よりきめ細かな、
かつ実効的な事業が実施
できるような仕組み作り
や助言を行っていく。

①門真市社会福祉協議会が小学校区単位で実施する小地域ネットワーク活動に対して、事業
費補助を行った。

②地域住民が主体となった支え合い活動を支援することにより、地域力の向上につながっ
た。今年度も引き続き、新型コロナの影響で各校区の活動は縮小した。グループ援助活動の
実施が難しい反面、個別援助活動を積極的に実施すべく、粗品や、近所の和菓子店で利用で
きる交換券の配布等、時勢に応じて可能な活動を模索しながらの実施となった。

③様々な課題を抱えた人達が安心して生活できるよう、これからも小地域活動を推進できる
ような仕組みづくりの構築に努めていく必要がある。とりわけ、障がいのある人が参加しや
すい取組を検討していく必要がある。

引き続き門真市社会福祉
協議会が実施する小地域
ネットワーク活動に対
し、補助金を交付すると
ともに、よりきめ細か
な、かつ実効的な事業が
実施できるような仕組み
づくりや助言を行ってい
く。

今後も効果的事例をデータとして蓄
積しながら小地域活動を推進された
い。

福
祉
政
策
課
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①情報提供
の充実

母子家庭や寡婦、
障がいのある女
性、外国人女性な
どが、安心して日
常生活を送ること
ができるように、
生活情報や行政
サービス情報など
を提供します。

広報紙やHPだけでな
く、講演会開催時に情報
提供する等、困難な状況
にある女性が安心できる
情報提供を行う。

①５月のWESSセミナーで「シングルマザー応援カフェ」を企画したがコロナ禍
のため中止となった。６月からはコロナ禍において経済的に困っている女性を支
援するためWESSで生理用品を配付するとともに、セミナー等のチラシをお渡し
し、声掛けを行った。12月の相談員連絡会には、子育て支援課のひとり親相談員
も参加し、ひとり親への支援に関する対応や内容を確認し、今後の連携の在り方
についても話し合った。

②子育て支援課から、離婚の準備や手続き方法をまとめた冊子の提供を受け、
WESSにて女性のための相談で活用し、希望する相談者には冊子を手渡し、支援
の幅を拡げることができた。

③より効果的な情報提供方法を検討する必要がある。

あらゆる機会をとらえ
て、困難な女性向けの情
報提供を充実させる。特
に生理用品配付事業につ
いては、積極的な声掛け
を継続して行う。

①困窮している女性向けに生理用品を
配布したり、相談員連絡会で他課の相
談員との連携を探るなど、具体的に支
援につなぐ方策を講じていて評価でき
る。

②同様に子育て支援課から提供された
離婚の冊子が、女性のための相談に役
立てられたことは、評価できる。
ジェンダー不平等が、生涯にわたって
あらゆる分野で起こりうるものである
ことを考えると、他課との連携は必須
で今後も推進していただきたい。

人
権
市
民
相
談
課
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引き続き関係機関や庁内
各課と連携し、相談体制
の充実を図るとともに、
潜在している悩みを抱え
た人が相談につながるよ
う相談窓口の周知に努め
る。

①各種相談事業について定期的に広報紙や市HPに掲載し、市HPトップページの
各種相談のバナーから２クリックで情報にアクセスできよう工夫しているほか、
WESSセミナー及び絵本読み聞かせ会の参加者には、毎回、口頭とWESSのチラ
シの配布等で相談窓口の案内をした。

②相談窓口の周知に加え、市HPにおける相談窓口情報に至るまでの手順を簡素
化しアクセスしやすくしている。

③引き続き効果的な周知方法などを検討していく。

引き続き関係機関や庁内
各課と連携し、相談体制
の充実を図るとともに、
潜在している悩みを抱え
た人が相談につながるよ
う相談窓口の周知に努め
る。

HPが見やすく、だれもが欲しい情
報に簡易にアクセスできることは重
要で、そのような工夫は評価でき
る。

また、様々な機会をとらえて、相談
窓口の存在をアピールするなど、必
要な人が必要な情報に触れられるよ
う、今後も工夫をして、いただきた
い。SNSの利用は必須だと思うし
QRコードの利用なども便利かもし
れない。

人
権
市
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母子家庭や寡婦、
障がいのある女
性、外国人女性な
どが、安心して日
常生活を送ること
ができるように、
また、人権侵害な
どの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係
機関との連携強化
を図ります。

22女性である
ことで複合
的に困難な
状況に置か
れている
人々への対
策を進める

②相談体制
の充実

施策2



基本目標④

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

柔軟に対応できる相談体
制の充実に努めるととも
に、関係機関等との更な
る連携強化に努める。ひ
とり親家庭への支援体制
についての周知を図る。

①自立支援員によるひとり親自立支援相談を228件（2月末時点）実施した。ま
た、母子・父子自立支援員勉強会などに出席し、自立支援員の知識向上を図っ
た。

②ひとり親家庭等の相談内容に応じ、関係機関等との連携を図り、支援を行っ
た。
　
③ひとり親家庭の相談先として、自立支援員の周知啓発を行うとともに、関係機
関等と連携するなど、適切な支援に努める。

柔軟に対応できる相談体
制の充実に努めると共
に、関係機関等とのさら
なる連携強化に努める。
ひとり親家庭への支援体
制についての周知を図
る。

身近に相談できるひとり親自立支援
員は、母子・父子家庭にとって、大
きな存在になりうる。

　その存在をぜひ様々な機会をとら
えて周知していただきたい。

　また、自立支援員の更なるレベル
アップに今後も継続して取り組んで
いただきたい。

子
育
て
支
援
課
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第４次障がい者計画及び第6
期障がい福祉計画・第2期障
がい児福祉計画に基づき、
障がいのある女性や高齢
者・難病等の方々の相談に
対応できるよう、地域生活
支援拠点と障がい者基幹相
談支援センターを中核とし
たネットワークの強化に引
き続き取り組む。

①障がいのある女性、高齢者、難病等の方々からの相談、障害者虐待防止法に関わる相談等
に地域生活支援拠点と障がい者基幹相談支援センターと共に連携して対応するなど相談支援
体制の充実が図れた。また、障害者差別解消法に関する相談にも対応できるよう、引き続き
庁内への周知及び新規採用職員、新任管理職向け研修を実施するとともに関係機関との連携
を図り相談体制を充実させた。

②関係機関との連携により様々な問題に対し、スムーズに対応できるように努めた。また障
がい者基幹相談支援センターを中核とするネットワークによる相談支援体制の構築ができ
た。

③今後も障がい者基幹相談支援センターを中核としたネットワークの強化に取り組むととも
に、各地域での相談支援のニーズ等を把握するよう努める。

引き続き、第４次障がい者
計画及び第6期障がい福祉計
画・第2期障がい児福祉計画
に基づき、障がいのある女
性や高齢者・難病等の方々
の相談に対応できるよう、
地域生活支援拠点と障がい
者基幹相談支援センターを
中核としたネットワークの
強化に引き続き取り組む。

障がいをもっておられる方が、女性
であり高齢者であり複数の困難な状
況を抱えている場合に向けて、関係
機関が連携することで相談への適切
な対応がとれていること、高く評価
したい。

時間はかかると思うが、ネットワー
クづくりとその活用こそが、ニーズ
に合致した相談対応ができる根幹だ
と思うので、ぜひ更なる進展を期待
したい。

障
が
い
福
祉
課

114

母子家庭や寡婦、障がいの
ある女性、外国人女性の生
活保護受給世帯について関
係各課・機関と連携を図る
とともに、専任の面接相談
員を配置し、人権侵害等の
事情への総合的な対応に努
め、連携を強化し、就労に
向けての支援体制の充実を
図る。

①関係各課及び関係機関と連携を図るとともに、専任の面接相談員を3名配置し、引き続き母
子家庭や寡婦、障がいのある女性、外国人女性の生活保護受給世帯への対応を行った。ま
た、就労支援カウンセラーや、求人開拓員を配置しケースワーカーとも連携しながら就労へ
向けた取り組みを実施した。

②関係各課及び関係機関と連携を図るとともに、専任の面接相談員や就労支援カウンセラー
を配置することにより、人権侵害などの事案への対応も含めたきめ細かい対応が行えるよう
になった。

③関係各課及び関係機関との連携を図り今後もきめ細やか支援を行っていきたい。

母子家庭や寡婦、障がいの
ある女性、外国人女性の生
活保護受給世帯について関
係各課及び機関と連携を図
ると共に、専任の面接相談
員を配置し、人権侵害など
の事情への総合的な対応に
努め、連携を強化し、就労
に向けての支援体制の充実
を図る。

専任の面接指導員3名の配置や就労支援
カウンセラー、ケースワーカーなどとの
連携によって、きめ細かい対応が行えた
とのこと、評価したい。

世界の中でも就労者数が多いにも関わら
ず、困窮者数が突出している日本のシン
グルマザーの現状やその他様々な女性が
独り立ちできる就労支援に結び付けるこ
とは、人権の視点から欠かせない取り組
みで、これを一層おし進めていっていた
だきたい。

そのためには、専任の面接指導員や就労
支援カウンセラーほかへの研修や身分保
障なども必要である。

保
護
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引き続き、関係機関との
更なる連携強化を図る。

①出産病院からの要養育支援者情報提供票を活用し、産婦の継続したフォローに
努めた。また、妊娠届出時の助産師等の全数面接で支援を要する妊婦や家族を把
握し、早期の介入や他機関との連携に努めた。

②関係機関との密な連携を図ることができている。

③出産病院だけではなく、産婦のかかりつけ医との連携の強化も図る必要があ
る。

引き続き、関係機関との
更なる連携強化を図る。

地縁血縁ほか、支援のない孤独な出
産が増え、それでなくても不安定な
産婦をささえる取り組みは評価でき
る。妊婦との全数面接はぜひ今後も
継続しておいただきたい。

自宅に帰っても、安心して相談でき
る、手助けを依頼できる一層の具体
的支援を模索していただきたい。か
かりつけ医の連携強化は、効果的だ
と考える。

健
康
増
進
課
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基本目標④

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

引き続き関係機関や庁内
各課と連携し、相談体制
の充実を図るとともに、
潜在している悩みを抱え
た人が相談につながるよ
う相談窓口の周知に努め
る。

①各種相談事業について定期的に広報紙や市HPに掲載し、市HPトップページの
各種相談のバナーから２クリックで情報にアクセスできよう工夫しているほか、
WESSセミナー及び絵本読み聞かせ会の参加者には、毎回、口頭とWESSのチラ
シの配布等で相談窓口の案内をした。

②相談窓口の周知に加え、市HPにおける相談窓口情報に至るまでの手順を簡素
化しアクセスしやすくしている。

③引き続き効果的な周知方法などを検討していく。

引き続き関係機関や庁内
各課と連携し、相談体制
の充実を図るとともに、
潜在している悩みを抱え
た人が相談につながるよ
う相談窓口の周知に努め
る。

相談窓口の周知については、HPの
工夫やチラシ配布の方法など、評価
できる取り組みである。
が、この事業番号117の意味は、複
合的な課題を抱える場合の対応であ
り、当然関係機関の連携をどう深め
るか、にある。
令和3年度の推進状況や評価などに
その点への言及がないのは残念で、
そこに視点を絞っていただいた報告
であってほしい。

人
権
市
民
相
談
課
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相談体制の充実を図ると
ともに、関係機関等との
更なる連携強化に努め
る。

①自立支援員によるひとり親自立支援相談を228件（２月末時点）実施した。ま
た、母子・父子自立支援員勉強会などに出席し、自立支援員の知識向上を図っ
た。

②ひとり親家庭等の相談内容に応じ、関係機関等との連携を図り、支援を行っ
た。
　
③ひとり親家庭の相談先として、自立支援員の周知啓発を行うとともに、関係機
関等と連携するなど、適切な支援に努める。

柔軟に対応できる相談体
制の充実に努めると共
に、関係機関等とのさら
なる連携強化に努める。
ひとり親家庭への支援体
制についての周知を図
る。

支援員の知識向上は、支援員が支援員
としての意味を成すために、何よりも
大切な取り組みである。評価したい。
知識だけでなく、ひとり親家庭へのア
ンコンシャスバイアスに気づく研修な
ども効果的ではないか。

コロナ禍で子どもの学校が休みになる
ことが多く、ひとり親家庭はその影響
をもろに受けてしまう。この状況はま
だ続くと考えられ、自立支援員の存在
の周知と生活をしていける一層の関係
機関との連携を望みたい。

子
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第４次障がい者計画及び第
６期障がい福祉計画・第２
期障がい児福祉計画に基づ
き、障がいのある女性・高
齢者・外国人、難病等の
方々が抱える様々な問題や
その世帯の相談に対して対
応ができるよう、地域生活
支援拠点と障がい者基幹相
談支援センターを中核とし
たネットワークの強化に取
り組むとともに、社会資源
の活用等に取り組む。

①障がいのある女性、高齢者、難病等の方々が抱える様々な問題に関係機関と連携し取り組
んだ。また、地域生活支援拠点と障がい者基幹相談支援センターを中核とするネットワーク
による相談支援体制を充実させた。

②個人の複合的な問題に対応するだけでなく、世帯の複合的な問題にも対応するなど関係機
関と連携し対応を実施した。また、障がい者基幹相談支援センターを中核とするネットワー
クによる問題解決にも取り組めた。

③様々な問題を抱える障がいのある人及びその世帯の相談に対して対応ができるよう、引き
続き、障がい者基幹相談支援センターを中核としたネットワークの強化に取り組む。

第４次障がい者計画及び第
６期障がい福祉計画・第２
期障がい児福祉計画に基づ
き、障がいのある女性・高
齢者・外国人、難病等の
方々が抱える様々な問題や
その世帯の相談に対して対
応ができるよう、地域生活
支援拠点と障がい者基幹相
談支援センターを中核とし
たネットワークの強化に取
り組むとともに、社会資源
の活用等に取り組む。

地域生活支援拠点と障がい者基幹相談
支援センターを中核とするネットワー
クによる相談支援体制の充実によっ
て、問題解決に取り組めたとのこと、
評価できる。

今後に向けてだが、総括する際に、相
談支援体制の具体的な取り組みや解決
に至った問題の具体例の紹介を、推進
状況に記述してほしい。
それがあれば、外部の人間にも見えや
すくなると同時に、内部の職員にとっ
ても、共有が深まるのではないか。

障
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複合的な問題を抱えた生
活保護受給世帯の悩みや
困難を解決するため、関
係各課・機関と連携を図
るとともに、課内の相談
員（子ども健全育成相談
員等）を活用することに
より問題の解決に努め
る。

①関係各課及び関係機関と連携を図るとともに、課内の相談員（子ども健全育成相談員等）
を活用することにより、子育てや日常生活における複合的な問題を抱えた生活保護受給世帯
の困難を解決し、世帯の自立助長を行った。

②今年度は、コロナ禍の中、訪問等が制限されたが、各課及び関係機関と連携を図るととも
に、課内の相談員（子ども健全育成相談員等）の電話及び保護課窓口での面談等による支援
により、例年と変わらぬ取り組みが行われた。その結果、子育てや日常生活の困難の解消、
世帯の自立助長が図られた。

③各課及び関係機関と連携をきめ細やかに行う。また、課内の相談員（子ども健全育成相談
員等）のさらなる活用を行う。

複合的な問題を抱えた生
活保護受給世帯の困難を
解決するため各課及び関
係機関と連携を図るとと
もに、課内の相談員（子
ども健全育成相談員等）
を活用することにより、
問題解決に努める。

コロナ禍で制限された訪問の代わり
に、電話や保護課での面談など次善
の策を講じて例年と変わらない取り
組みが行われたこと、高く評価でき
る。

今後は子ども健全育成相談員の研修
にも
力を入れて、一層のレベルアップを
図っていただきたい。

保
護
課
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さまざまな複合的
な課題を抱えた家
庭の悩みや困難を
解決するため、関
係課や関係機関な
どとの連携による
対応の充実を図り
ます。

③複合的な
課題に関す
る対応



基本目標④

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

①推進状況　②評価　③改善点
令和４年度の

事業目標
審議会の意見 担当課

事業
番号

施策
番号

施策

引き続き、関係機関との
更なる連携強化を図る。

①地区担当の保健師を通し、子育て支援課や家庭児童相談センター、大阪府中央
子ども家庭センター、医療機関などと連携を図り、家庭のフォローに努めた。

②養育者からの相談だけではなく、関係機関からの連絡を受けて、家庭の支援に
努めることもあり、連携の定着ができつつある。

③引き続き、連携強化を図る必要がある。

引き続き、関係機関との
更なる連携強化を図る。

関係機関との連携が進んでいるとのこ
となので、子育て関係だけでなく、
DV担当の機関などとの連携もなされ
ていることだと思う。

コロナ禍で超多忙な保健師が、どの程
度この分野で対応できているのだろう
か（担当別なのだろうが）。国のデー
タでも示されているようにコロナ禍
で、DVや虐待の数は増加してる。大
変だと思うが、対応できる保健師数を
増やすとか、今後の対応を含めて中・
長期的に対策を立てていただければと
思う。

健
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